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午前１０時００分 開議

◎開議宣告

○議長（古舘繁夫君） おはようございま

す。

ただいまの出席議員は１２名であります。

定足数に達しておりますので、これから平成

２７年第１回美幌町議会定例会第６日目の会

議を開きます。

─────────────────────

◎日程第１ 会議録署名議員の指名

○議長（古舘繁夫君） 日程第１ 会議録署

名議員の指名を行います。

会議録署名議員は、会議規則第１２５条の

規定により、１２番宗像密琇さん、１３番大

原昇さんを指名します。

─────────────────────

◎諸般の報告

○議長（古舘繁夫君） 諸般の報告を行いま

す。

諸般の報告につきましては、事務局長から

報告させます。

○事務局長（高崎利明君） 諸般の報告を申

し上げます。

本日の会議につきましては、お手元に配付

しております議事日程のとおりであります。

朗読につきましては、省略させていただき

ます。

次に、地方自治法第１２１条第１項の規定

に基づく出席説明員につきましては、第１日

目と同様でありますので、御了承願います。

なお、沖田教育委員会委員長、本日以降、

欠席の旨、届け出がありました。

以上で諸般の報告を終わります。

─────────────────────

◎日程第２ 議案第１２号から

議案第４２号まで

○議長（古舘繁夫君） 日程第２ 議案第１

２号美幌町自治基本条例の一部を改正する条

例制定についてから議案第４２号平成２７年

度美幌町病院事業会計予算についてまでの３

１件を議題とします。

昨日に引き続き、順次、提案者から説明を

求めます。

説明に当たっては、簡潔に、要点を得た説

明をお願いします。

なお、総務部長から、腰痛のため、平成２

７年度美幌町一般会計予算の説明について、

着席したまま説明をさせていただきたいとい

う旨申し出がありましたので、これを許可し

ます。

それでは、説明をお願いします。

民生部長。

○民生部長（藤原豪二君） 議案の２４９

ページをお開きいただきたいと思います。

議案第１９号美幌町保育所及び教育・保育

の実施に関する条例制定について御説明をい

たします。

美幌町保育所及び教育・保育の実施に関す

る条例を次のように制定しようとする。

記以下につきましては、議案の参考資料で

御説明いたしますので、参考資料は６３ペー

ジでございます。

資料１５、議案第１９号関係、条例名は美

幌町保育所及び教育・保育の実施に関する条

例でございます。

改正目的（趣旨）は、子ども・子育て支援

法の施行に伴い、保育の必要性の認定をする

に当たり、子ども・子育て支援法施行規則第

１条第１号の規定により、市町村が定める１

カ月の就労時間の下限時間を４８時間とする

ものでございます。

また、入所の前提となる支給認定につきま

しては、美幌町の設置する保育所（公立保育

園）の入所に限らず、町内に設置されている

全ての教育・保育施設の入所の前提となるこ

とに伴いまして、美幌町保育所条例の全部を

改正するものでございます。

改正内容につきましては、１番目の条例名

を美幌町保育所条例から美幌町保育所及び教

育・保育の実施に関する条例に改めます。

２番目の教育・保育施設の入所の判定基準

は、子ども・子育て支援法第２０条第３項の

認定を受けることが前提となるため、従来の
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保育の実施基準を削りまして、さらに、子ど

も・子育て支援法施行規則第１条第１号の規

定に定める市町村が定める時間は、４８時間

とするを追加するということでございます。

この条文は第３条ということでございます。

第４条には美幌町保育所の設置について、

第５条では名称、位置及び定員について定め

ます。

３番目の第６条では、保育園の開園時間

を、午前８時から午後４時までから、午前８

時から午後６時までに改めます。土曜日の開

園時間は午前８時から午後４時までを追加い

たします。

これは、現行でも長時間保育を行っており

ますので、基本的に変更はございません。そ

して、休日の規定を定めます。

第７条では、職員について定めます。

４番目の保育必要量が１日当たり８時間ま

でに限るとされた支給認定子供に対し、その

時間を超えて保育したときは、その保護者か

ら当該延長に係る保育料を徴収するというこ

とを追加いたします。この条文は、第８条に

なります。

５番目は、その他改正に当たり、趣旨、定

義を設けまして、条文の文言整理を行ってお

ります。

第９条では保育料の減免規定を、第１０条

では規則の委任を定めるものでございます。

根拠法令は、子ども・子育て支援法及び就

学前の子どもに関する教育、保育等の総合的

な提供の推進に関する法律の一部を改正する

法律の施行に伴う関係法律の整備に関する法

律と児童福祉法でございます。

施行日は、平成２７年４月１日付でござい

ます。

以上、御説明いたしました。よろしくお願

いいたします。

次に、２５１ページをお開きいただきたい

と思います。

議案第２０号美幌町季節保育所条例の一部

を改正する条例制定について御説明いたしま

す。

美幌町季節保育所条例の一部を改正する条

例を次のように制定しようとする。

記以下につきましては、参考資料で御説明

いたします。参考資料は６４ページでござい

ます。

資料１６、議案第２０号関係、条例名は美

幌町季節保育所条例の一部を改正する条例で

ございます。

改正目的、趣旨につきましては、子ども・

子育て支援法の施行に伴い、児童福祉法第２

４条第１項の規定で、「保育に欠けるところ

がある」となっておりましたけれども、「保

育を必要とする」に改正されたことから、当

該規定を根拠とする条例の定めを改正するも

のでございます。

新旧対照表につきましては、６５ページに

ございます。

改正内容でございます。

１番目の第７条の季節保育所の入所資格

を、「保育に欠ける満３歳以上の幼児」を

「保育を必要とする満３歳以上の保育児童」

に改めるものでございます。

２番目は、それぞれの条文にある理由を文

言整理するものでございます。

根拠法令等は、子ども・子育て支援法及び

就学前の子どもに関する教育、保育等の総合

的な提供の推進に関する法律の一部を改正す

る法律の施行に伴う関係法律の整備等に関す

る法律と児童福祉法でございます。

施行日は、平成２７年４月１日付でござい

ます。

以上、よろしくお願いいたします。

次に、２５２ページでございます。

議案第２１号美幌町へき地保育所条例の一

部を改正する条例制定について御説明いたし

ます。

美幌町へき地保育所条例の一部を改正する

条例を次のように制定しようとする。

記以下につきましては、参考資料で御説明

いたします。参考資料は６６ページでござい

ます。

資料１７、議案第２１号関係、条例名は美
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幌町へき地保育所条例の一部を改正する条例

でございます。

改正目的につきましては、季節保育所と同

様でございます。

〔「説明省略」と呼ぶ者あり〕

以上、御説明いたしました。よろしくお願

いいたします。

次に、２５３ページでございます。

議案第２２号美幌町学童保育所条例の一部

を改正する条例制定について御説明いたしま

す。

美幌町学童保育所条例の一部を改正する条

例を次のように制定しようとする。

記以下につきましては、参考資料で御説明

いたします。参考資料は６８ページでござい

ます。

資料１８、議案第２２号関係、条例名は美

幌町学童保育所条例の一部を改正する条例で

ございます。

改正目的、趣旨につきましては、子ども・

子育て支援法及び就学前の子どもに関する教

育、保育等の法律でございますけれども、こ

れにおいて、「小学校に就学しているおおむ

ね十歳未満の児童」となっておりましたが、

これを「小学校に就学している児童」に改め

られることに伴いまして、対象児童を改正す

るものでございます。

新旧対照表は６９ページでございます。

改正内容といたしまして、第１条の学童の

定義を、「留守家庭等となる児童」から、

「町内の小学校に就学している児童であっ

て、留守家庭等となるもの」に改めます。

また、旧条例の第５条、「町内に住所を有

する小学校１年生から３年生まで」及び「学

童が心身に障がいを有する小学４年生から６

年生までのものである場合において、町長が

特に認めるときは、利用対象学童とすること

ができる。」という規定がございましたけれ

ども、これは削除いたします。つまり、障害

があるなしにかかわらず対象とするというも

のでございます。

根拠法令等につきましては、子ども・子育

て支援法及び就学前の子どもに関する教育、

保育等の総合的な提供の推進に関する法律の

一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の

整備等に関する法律と児童福祉法でございま

す。

施行日は、平成２７年４月１日付でござい

ます。

以上、よろしくお願いいたします。

次に、２５４ページでございます。

議案第２３号美幌町一時預かり事業の実施

に関する条例の一部を改正する条例制定につ

いて御説明いたします。

美幌町一時預かり事業の実施に関する条例

の一部を改正する条例を次のように制定しよ

うとする。

記以下につきましては、参考資料で御説明

いたします。参考資料は７０ページでござい

ます。

資料１９、議案第２３号関係、条例名は美

幌町一時預かり事業の実施に関する条例の一

部を改正する条例でございます。

改正目的、趣旨につきましては、子ども・

子育て支援新制度におきまして、保護者の１

カ月の就労時間の下限を４８時間から６４時

間の範囲で定めることとされております。

町では、４８時間を下限といたします。４

８時間未満の方を一時預かり事業で対応する

ことになりますが、現行の日数では十分でな

いことから、就労による預かりの日数も改正

するものでございます。

新旧対照表は７１ページでございます。

改正内容といたしまして、第３条の事業の

内容、条文にある保護者の就労等による一時

預かりの日数を、年度内２４日から７２日に

改めます。

根拠法令は、子ども・子育て支援法でござ

います。

施行日は、平成２７年４月１日付でござい

ます。

以上、御説明いたしました。よろしくお願

いいたします。

次に、２５５ページでございます。
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議案第２４号美幌町介護保険条例の一部を

改正する条例制定について御説明いたしま

す。

美幌町介護保険条例の一部を改正する条例

を次のように制定しようとする。

記以下につきましては、参考資料で御説明

いたしますので、参考資料は７２ページでご

ざいます。

資料２０、議案第２４号関係、条例名は美

幌町介護保険条例の一部を改正する条例でご

ざいます。

経過及び改正目的につきましては、３年ご

とに見直すこととなっております介護保険料

を定めるため、また、介護予防・日常生活支

援総合事業―これは新しい総合事業と言い

ます。この開始時期を規定するため、美幌町

介護保険条例の一部改正を行うものでござい

ます。

新旧対照表は、７３ページ、７４ページに

なります。

改正内容につきましては、第２条でござい

ますが、平成２７年度から平成２９年度まで

の３カ年に見込まれる介護保険給付費を推計

いたしまして、必要となる保険料額を算定い

たしました。

また、６５歳以上の第１号被保険者の保険

料の段階区分を改正前、現在でございますけ

れども、第７段階から改正後は第９段階に見

直しを行うものでございます。

標準的な保険料は第５段階でございます。

現行は４万４,４００円、月額３,７００円と

なっておりますが、改正後は、４万８,００

０円、月額４,０００円に変更するものでご

ざいます。

２番目の第２条第３項の所得の少ない第１

号被保険者については減額措置が講じられま

す。負担割合０.５のところを０.４５という

ことで、２万１,６００円となります。この

減額賦課の交付日につきましては、政府の省

令が決まっておりませんので、これを規則に

委任いたしまして、交付の日といたします。

３番目でございます。附則第７条につきま

しては、新しい総合事業でございますけれど

も、施行日は平成２７年４月１日付でござい

ますけれども、猶予期間が平成２９年３月３

１日までございます。これを設けることで、

新しい総合事業への移行期間を設けまして、

平成２９年４月１日から行うものとして規定

をいたすものでございます。

根拠法令につきましては、介護保険法、そ

れから、介護保険法施行令でございます。

施行日は、平成２７年４月１日付でござい

ます。

以上、御説明いたしました。よろしくお願

いいたします。

次に、議案の２５７ページでございます。

議案第２５号美幌町指定地域密着型サービ

スの事業の人員、設備及び運営に関する基準

を定める条例の一部を改正する条例制定につ

いて御説明をいたします。

美幌町指定地域密着型サービスの事業の人

員、設備及び運営に関する基準を定める条例

の一部を改正する条例を次のように制定しよ

うとする。

記以下につきましては、参考資料で御説明

いたします。

参考資料の７５ページ、７６ページでござ

います。

資料２１、議案第２５号関係、条例名は美

幌町指定地域密着型サービスの事業の人員、

設備及び運営に関する基準を定める条例の一

部を改正する条例でございます。

経過及び改正目的につきましては、指定地

域密着型サービス等の事業の人員、それか

ら、設備及び運営に関する基準につきまして

は、平成２７年度の介護報酬に係る改定とあ

わせまして、社会保障審議会介護給付費分科

会の審議を踏まえまして、関係省令の所要の

改正を３年に１度行ってきております。施設

基準等につきましても、各サービスの改正が

行われたところでございます。

このことから、地域の自主性及び自立性を

高めるための改革の推進を図るための関係法

律の整備に関する法律等の規定によりまし
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て、条例改正が必要となりました。それによ

り、一部改正をするものでございます。

新旧対照表は７７ページから１０１ページ

になります。

改正内容につきましては、参考資料でござ

いますけれども、１番目の定期巡回・随時対

応型訪問介護看護といたしまして、第６条の

２になりますが、夜間のオペレーターとして

充てることができる施設・事業所の範囲を拡

大いたしまして、同一敷地内又は隣接する施

設・事業所にも拡大し、改正するものでござ

います。

第２３条の２につきましては、外部の者の

評価について、事業所が引き続き、みずから

その提供するサービスの質の評価、自己評価

を行いまして、これを市町村や地域包括支援

センター等の公正・中立な立場にある第三者

が出席する運営委員会に報告した上で公表す

る仕組みとするために、一定の整理、改正を

行うというものでございます。

第３２条の２につきましては、定期巡回・

随時対応型訪問介護看護事業所のうち、一体

型事業所における訪問看護サービスの一部に

ついて、ほかの訪問看護事業所との契約に基

づき、当該訪問看護事業所にも柔軟な対応が

行われるように改正するものでございます。

２番目でございますが、認知症対応型通所

介護につきましては、美幌町では、すろー・

らいふ美幌が該当いたしますが、第６３条

で、認知症対応型通所介護事業所の設備を利

用して宿泊サービスを実施している事業所に

ついて、届け出を求め、事故が起きることの

ないよう、事故報告の仕組みを設けるもので

ございます。

すろー・らいふ美幌については、宿泊はご

ざいません。

それから、第６５条でございます。共用型

認知症対応型通所介護の利用定員につきまし

て、認知症対応型共同生活介護事業所が認知

症ケアの拠点としてさまざまな機能を発揮で

きるよう、現行につきましては、１事業所３

人以下となっておりますが、これを１ユニッ

ト３人以下ということで拡大、見直しをする

ものでございます。

３番目の小規模多機能型居宅介護につきま

しては、介護予防を含んで第８２条で事業所

の看護職員が兼務可能な施設・事業所につい

て、その範囲を現行の併設する施設・事業所

に加えまして、これも同様に同一敷地内又は

隣接する施設・事業所を追加いたします。

また、兼務可能な施設・事業所の種別につ

いても、介護老人福祉施設や介護老人保健施

設等も加えるというような改正を行うもので

ございます。兼務できるようなという拡大で

ございます。

第８３条では、小規模多機能型居宅介護の

地域との連携のため、事業所と同一敷地内に

併設する事業所が総合事業を行う場合につき

ましては、総合事業の訪問型サービスや通所

型サービス等の職務を兼務できるというよう

な改正を行うものでございます。

それから、第８５条では、小規模多機能型

居宅介護の登録定員は現在２５名となってお

りますけれども、これを２９人以下に拡大を

いたします。また、それぞれの登録定員の規

模により拡大を図るということでございま

す。

なお、宿泊サービスの利用定員について

は、現行どおり変更はございません。

第９１条でございます。第２３条の２と同

様に、これも外部評価をする仕組みの一定の

整理を行うということでございます。

第１１０条は、小規模多機能型居宅介護事

業所がグループホームを併設している場合で

ございます。夜間の職員配置につきまして、

一定の要件でグループホームの１ユニット当

たりの定員合計が９名以内で、かつ、同１階

に隣接している場合は、夜間の職員の配置に

ついて兼務できる、これを可能にするという

改正でございます。

４番目の認知症対応型共同生活介護につき

ましては、町内に４カ所ありますグループ

ホームが該当いたします。

第１１３条では、事業者が効率的にサービ
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スを提供できるよう、１ユニットまたは２ユ

ニットと規定されているものでございますけ

れども、一定の条件が整えば３ユニットまで

拡充できるという改正をするものでございま

す。

５番目、地域密着型介護老人福祉施設入所

者生活介護についてでございます。

第１５１条と第１５２条及び第１８０条

で、サテライト型地域密着型介護老人福祉施

設の本体施設として認められる対象につい

て、現行の指定介護老人福祉施設、介護老人

保健施設又は病院若しくは診療所に加えて、

指定地域密着型介護老人福祉施設―これは

緑の苑の多床室が該当しますが、これを追加

するというようなことでございます。

６番目の複合型サービスにつきましては、

サービスの普及に向けた取り組みの一環とし

て、医療ニーズのある中重度の要介護者が地

域での療養生活を継続できるように、通い、

泊まり、訪問看護、訪問介護を組み合わせる

ことで、利用者や家族への支援充実を図ると

いうようなことで、サービス内容が具体的に

イメージできる名称に変えるということでご

ざいます。「複合型サービス」を「看護小規

模多機能型居宅介護」に改正をするというも

のでございます。

第１９４条では、登録定員の規模に応じ、

拡充を図ります。

なお、宿泊サービス利用定員については、

現行どおりとなっております。

１９６条では、第９１条、第２３条の２と

同様に、外部の評価ということで一定の整理

を行うものでございます。

根拠法令につきましては、介護保険法でご

ざいます。

施行日は、平成２７年４月１日付でござい

ます。

以上、よろしくお願いいたします。

次に、２６５ページでございます。

議案第２６号美幌町指定地域密着型介護予

防サービスの事業の人員、設備及び運営並び

に指定地域密着型介護予防サービスに係る介

護予防のための効果的な支援の方法に関する

基準を定める条例の一部を改正する条例の制

定について御説明いたします。

美幌町指定地域密着型介護予防サービスの

事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密

着型介護予防サービスに係る介護予防のため

の効果的な支援の方法に関する基準を定める

条例の一部を改正する条例を次のように制定

しようとする。

記以下につきましては、参考資料で御説明

いたします。１０２ページでございます。

資料２２、議案第２６号関係、条例名、美

幌町指定地域密着型介護予防サービスの事業

の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型

介護予防サービスに係る介護予防のための効

果的な支援の方法に関する基準を定める条例

の一部を改正する条例でございます。

経過及び改定目的でございます。

指定地域密着型介護予防サービスの事業の

人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介

護サービスに係る介護予防のための効果的な

支援の方法に関する基準につきましては、平

成２７年の介護報酬に係る改定とあわせまし

て、これも社会保障審議会の介護給付費分科

会の審議を踏まえまして、関係省令の所要の

改正を３年に１度行っております。施設基準

等についても、各サービスの改定が行われた

ということでございます。このことから、条

例改正が必要になってくるということでござ

います。

新旧対照表は、１０４ページから１１３

ページになります。

改正内容につきましては、１番目でござい

ます。認知症対応型通所介護につきまして

は、すろー・らいふ美幌が該当いたします。

第７条で認知症対応型通所介護事業所の設備

を利用して宿泊サービスを実施している事業

所について届け出を求めまして、事故報告の

仕組みを設けるというものでございます。

第９条では、共用型認知症対応型通所介護

の利用定員について、共同生活、住居ごとに

１ユニット３人以下といたします。
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２番目の小規模多機能型居宅介護につきま

しては、第４４条で、看護職員の兼務可能な

施設・事業所として、要件などを追加、緩和

するものでございます。

第４５条では、小規模多機能型居宅介護の

地域との連携を推進していくために、ほかの

事業との一定の要件で、これも兼務できると

いうように規定を改正いたします。

第４７条では、小規模多機能型居宅介護の

定員を現行の２５人から２９人以下に改正す

るものでございます。通いサービスは、登録

利用定員を改正いたしまして、宿泊サービス

の利用定員は現行どおりでございます。

第６６条では、議案の第２６号と同様に、

外部の評価について一定の整理、改正を行う

ものでございます。

次のページの１０３ページでございます。

３番目の複合型サービスにつきましては、

第４４条のサービス普及に向けました取り組

みの一環として、医療ニーズのある中重度の

要介護者が地域で療養生活を継続できるよ

う、通い、泊まり、訪問看護、訪問介護を組

み合わせることで、利用者や家族への支援の

充実を図るというサービス内容が具体的にイ

メージできるという名称で、これも看護小規

模多機能型居宅介護に改称するというもので

ございます。

４番目の認知症対応型共同生活介護につき

ましては、グループホーム、これは町内４カ

所が該当いたしますけれども、介護事業者が

効率的にサービスを提供できるように、現行

では１ユニットまたは２ユニットとなってい

るものを、柔軟に対応できるように、３ユ

ニットまでできるように改正するということ

でございます。美幌町は、全て２ユニットで

ございますので、９掛ける２の１８人という

ようなこと、これを３ユニットまでできます

というような改正でございます。

根拠法令は、介護保険法でございます。

施行日は、平成２７年４月１日でございま

す。

以上、御説明いたしました。よろしくお願

いいたします。

次に、２６８ページでございます。

議案第２７号美幌町指定介護予防支援等の

事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援

等に係る介護予防のための効果的な支援の方

法に関する基準等を定める条例制定について

御説明いたします。

美幌町指定介護予防支援等の事業の人員及

び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護

予防のための効果的な支援の方法に関する基

準等を定める条例を次のように制定しようと

する。

記以下につきましては、参考資料で御説明

いたします。

参考資料は、１１４ページでございます。

資料２３、議案第２７号関係、条例名は美

幌町指定介護予防支援等の事業の人員及び運

営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防

のための効果的な支援の方法に関する基準等

を定める条例でございます。

経過及び制定目的につきましては、これも

地域の自主性及び自立性を高めるための―

略しますけれども、この法律の施行に伴いま

して、介護保険法の一部が改正されました。

この改正により、今まで厚生労働省等により

全国一律に定められておりました指定地域介

護予防支援の事業に関する人員及び運営等の

基準につきましては、平成２７年４月までに

地方自治体が条例で定めなければならないと

いうことになりましたので、これを制定する

というものでございます。厚生省令から条例

ということでございます。

制定内容につきましては、当町の実情に国

が定めた基準を上回る内容や異なる内容を定

める特別な事情や特性がないことから、国の

基準と同様に条例を制定いたしたいと思いま

す。ただし、サービス提供に関する記録の保

存期限につきましては、２年から５年といた

します。

第１条では趣旨を、第２条では指定介護予

防支援事業者の一般原則を、第３条では基本

方針を、第４条では従業員の員数等を、第５
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条では管理者について、第６条から第３０条

までは運営に関する基準を定めます。第３１

条から第３３条までにつきましては、介護予

防のための効果的な支援に関する基準を、第

３４条は基準該当介護予防支援に関する基準

を制定いたします。

根拠法令は、介護保険法、介護保険法施行

規則でございます。

施行日は、平成２７年４月１日付でござい

ます。

以上、御説明いたしました。よろしくお願

いいたします。

次に、２８５ページでございます。

議案第２８号美幌町地域包括支援センター

の職員及び運営に関する基準を定める条例制

定についてを御説明いたします。

美幌町地域包括支援センターの職員及び運

営に関する基準を定める条例を次のように制

定しようとする。

記以下につきましては、１１５ページをお

開きいただきたいと思います。（「条例名は

省略してよろしいです」と発言する者あり）

それでは、資料２４でございます。条例名

は省略させていただきます。

経過及び制定目的につきましては、地域の

自主性及び自立性を高めるための法律でござ

います。これが施行されたことにより、介護

保険法の一部が改正されたということでござ

います。

この改正によりまして、これも、今まで厚

生労働省令で全国一律に定められておりまし

たけれども、地域包括支援センターが包括的

支援事業を実施するために必要な基準という

ことで、平成２７年４月までに地方自治体が

条例に定めなければならないということで制

定するものでございます。

この条例につきましても、制定内容につき

ましては、当町の実情に国が定めた基準を上

回る内容や異なる内容を定める特別な事情や

特性がないことから、国の基準と同様に条例

を制定いたします。

これにつきましても、第１条では趣旨を、

第２条では基本方針を、第３条では職員数の

基準を、第４条では規則等への委任規定を定

めるものでございます。

根拠法令は、介護保険法及び介護保険法施

行規則でございます。

施行日は、平成２７年４月１日付でござい

ます。

以上、御説明いたしました。よろしくお願

いいたします。

○議長（古舘繁夫君） 経済部長。

○経済部長（広島 学君） それでは、議案

書の２８７ページ、議案第２９号美幌町営土

地改良事業分担金徴収条例の一部を改正する

条例制定について御説明を申し上げます。

美幌町営土地改良事業分担金徴収条例の一

部を改正する条例を次のように制定しようと

する。

記以下につきましては、参考資料により御

説明を申し上げますので、参考資料の１１６

ページをお開き願います。

資料２５、議案第２９号関係、条例名は省

略をさせていただきます。

改正目的ですが、現条例におきましては、

土地改良事業に要する分担金徴収の規定と

なってございます。平成２７年度から、農業

経営高度化促進事業ということで、これは、

通常、小麦収穫後において土地改良事業を実

施してきておりますけれども、工期の確保等

に支障を来す場合もあることから、畑を休耕

して土地改良事業を実施する、いわゆる通年

施行であり、この事業が国２分の１、地元２

分の１の負担というふうになっておりますの

で、地元負担分について受益者から分担金と

して徴収することとなるため、条例の改正を

行うものでござます。

改正内容でありますけれども、第１条中、

分担金を徴収する対象事業に土地改良事業と

一体的に実施する事業を加えるということ

で、先ほど御説明申し上げました通年施行の

農業経営高度化促進事業分担金を加えるもの

でございます。

根拠法令につきましては、地方自治法、条
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例施行日については、平成２７年４月１日で

ございます。

なお、新旧対照表につきましては、１１７

ページに載せてございます。

以上、御説明をさせていただきました。よ

ろしくお願いいたします。

○議長（古舘繁夫君） 建設水道部長。

○建設水道事業（矢萩 浩君） 議案の２８

８ページをお開き願います。

議案第３０号美幌町営住宅管理条例の一部

を改正する条例制定についてを御説明申し上

げます。

美幌町営住宅管理条例の一部を改正する条

例を次のように制定しようとする。

記以下につきましては、参考資料で御説明

申し上げますので、参考資料の１１８ページ

をお開き願います。

資料２６、議案第３０号関係、条例名は省

略させていただきます。

改正目的であります。平成２７年度に実施

を予定しております三橋南団地の駐車場整備

に伴い、他団地との均衡を図り、駐車場使用

料を徴収するため条例を改正しようとするも

のであります。

改正内容、改正項目でありますが、駐車場

使用料を定めている別表第１に次の表を追加

するといたしまして、名称、三橋南団地駐車

場、所在地、美幌町字三橋南２２番地、区画

数９０、月額使用料１,０００円をつけ加え

るものであります。

施行日につきましては、平成２７年１０月

１日であります。

条例の新旧対照表を資料の１１９ページ、

１２０ページに記載しておりますので、御参

照願います。

以上、御説明申し上げました。どうぞよろ

しくお願いいたします。

○議長（古舘繁夫君） 教育部長。

○教育部長（高木恵一君） 議案書の２８９

ページをお開き願います。

議案第３１号地方教育行政の組織及び運営

に関する法律の一部を改正する法律の施行に

伴う関係条例の整備に関する条例の制定につ

いてを御説明申し上げます。

地方教育行政の組織及び運営に関する法律

の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例

の整備に関する条例を次のように制定しよう

とする。

記以下につきましては、参考資料で御説明

いたしますので、参考資料の１２１ページを

お開き願います。

資料２７、議案第３１号関係、条例名につ

きましては省略をさせていただきます。

改正目的でございますが、地方教育行政の

組織及び運営に関する法律の一部を改正する

法律が平成２６年６月２０日に公布され、平

成２７年７月１日から施行されることとなり

ました。

今回の改正により、教育長が一般職から特

別職に変更されるとともに、教育委員長と教

育長を一本化した新たな責任者、新教育長を

置くこととなったことから、関係いたします

条例の一部改正を行おうとするものでござい

ます。

改正内容でございますが、一つ目、美幌町

自治基本条例第３０条第１項中、教育委員会

委員長を削るものでございます。

二つ目は、美幌町議会委員会条例第１９条

中、教育委員会の委員長を教育委員会の教育

長に改めるものでございます。

３点目は、美幌町職員定数条例第１条中、

教育長を削るものでございます。

４点目、美幌町非常勤職員の報酬及び費用

弁償に関する条例の別表中、教育委員会委員

長、月額４万円、教育委員会委員、同３万

１,０００円を、教育委員会委員、月額３万

１,０００円に改めるものでございます。

５点目、美幌町長等の給与に関する条例第

１条中、「及び副町長」を「副町長及び教育

長」に改めるものでございます。

第３条第１項を次のように改め、美幌町長

等の給料月額に、「教育長 ６１万５,００

０円」を新たに追加するものでございます。

６点目、美幌町教育委員会教育長の給与及
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び勤務時間等に関する条例の附則に次の１項

を加え、１２として、この条例は平成２７年

４月１日以後、最初に任命される教育長の任

命の日にその効力を失うとするものでござい

ます。

経過措置といたしまして、平成２７年７月

１日以降も、旧教育長が在職する間は、なお

従前の例によるということで、経過措置を設

けようとするものでございます。

根拠法令は、地方教育行政の組織及び運営

に関する法律でございます。

施行日は、平成２７年４月１日。

なお、条例改正に伴います新旧対照表は１

２２ページから１２７ページとなっておりま

す。

以上、御説明申し上げました。

続きまして、議案書の２９１ページをお開

き願います。

議案第３２号美幌町教育委員会教育長の勤

務条件及び服務に関する条例の制定について

を御説明申し上げます。

美幌町教育委員会教育長の勤務条件及び服

務に関する条例を次のように制定しようとす

る。

記以下につきましては、参考資料で御説明

いたしますので、参考資料の１２８ページを

お開き願います。

資料２８、議案第３２号関係、条例名につ

きましては省略をさせていただきます。

制定目的でございますが、地方教育行政組

織及び運営に関する法律の一部を改正する法

律の施行に伴い、「常勤であること」「勤務

時間中の職務専念義務が課される」と同法第

１１条に明記（新設）されたため、教育長の

勤務時間、その他の勤務条件及び服務を定め

る必要があることから、新たに制定しようと

するものでございます。

制定内容の第１条でございますが、本条例

を制定する目的を規定するものでございま

す。

第２条は、教育長の勤務時間、休日及び休

暇等について規定するものでございます。

第３条は、職務に専念する義務の免除につ

いて規定するものでございます。

第４条は、この条例に定めるもののほか、

必要な事項については教育委員会が別に定め

る旨の委任規定でございます。

経過措置といたしまして、旧教育長が在職

する間は、なお従前の例によるということで

経過措置を設けようとするものでございま

す。

根拠法令は、地方教育行政の組織及び運営

に関する法律でございます。

施行日は、平成２７年４月１日でございま

す。

以上、御説明申し上げました。

続きまして、議案書の２９３ページをお開

き願います。

議案第３３号指定管理者の指定についてを

御説明申し上げます。

美幌町の公の施設に係る指定管理者の指定

手続等に関する条例第６条の規定により、次

のように指定管理者の指定を行うものとす

る。

記以下につきましては、参考資料で御説明

いたしますので、参考資料の１２９ページを

お開き願います。

資料、議案第３３号関係、指定管理者の指

定について。

今回、美幌町あさひ体育センター及び美幌

町テニスコートの施設につきまして、３年間

の指定管理が本年３月３１日をもって期間満

了となりますことから、募集を行った結果、

特定非営利活動法人美幌町体育協会の１団体

より申請がございました。

選定に当たりまして、指定管理者選定委員

会を設置し、結果、申請のあった美幌町体育

協会について、本施設の指定管理者として９

年間の実績があるとともに、施設の管理運営

計画、管理運営に対する職員体制などについ

て、選定基準と照らし、施設の管理を十分に

行える団体として、委員の満場一致で選定を

いただいたところでございます。

それでは、施設の名称でございますが、美
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幌町あさひ体育センター及び美幌町テニス

コート、施設の所在、美幌町字稲美１３７番

地７、指定管理者は、美幌町字西１条南５丁

目、特定非営利活動法人美幌町体育協会会長

鶴野宏でございます。

次に、施設の概要でございますが、美幌町

あさひ体育センター及び美幌町テニスコート

の構造、面積などにつきましては、記載のと

おりでございます。

選定の理由でありますが、美幌町あさひ体

育センター及び美幌町テニスコートは、町民

の体育振興と健康増進を図るために設置され

た施設であり、施設の効果を最大限生かした

維持管理及び地域住民の声が反映される管理

を行うことができる美幌町体育協会を選定い

たしました。

指定期間につきましては、平成２７年４月

１日から平成３０年３月３１日までの３年間

でございます。

業務の内容につきましては、記載のとおり

でございます。

利用料金につきましては、１３０ページの

使用料金表のとおりとなっております。

根拠法令につきましては、美幌町公の施設

に係る指定管理者の指定手続等に関する条例

及び美幌町スポーツ施設条例でございます。

以上、説明させていただきました。

続きまして、議案書の２９４ページをお開

き願います。

議案第３４号指定管理者の指定についてを

御説明申し上げます。

美幌町公の施設に係る指定管理者の指定手

続等に関する条例第６条の規定により、次の

とおり指定管理者の指定を行うものとする。

記以下につきましては、参考資料で御説明

いたしますので、参考資料の１３１ページを

お開き願います。

資料３０、議案第３４号関係、指定管理者

の指定について。

美幌町Ｂ＆Ｇ海洋センターの指定管理の経

過及び選定に係る内容については、議案第３

３号の美幌町あさひ体育センター、美幌町テ

ニスコートと同様でございます。

それでは、施設の名称でございますが、美

幌町Ｂ＆Ｇ海洋センター、施設の所在、美幌

町字大通南５丁目８番地、指定管理者は、美

幌町字西１条南５丁目、特定非営利活動法人

美幌町体育協会会長鶴野宏。

〔「以下、説明省略」と呼ぶ者あり〕

以上、説明させていただきました。よろし

くお願い申し上げます。

○議長（古舘繁夫君） 暫時休憩をいたしま

す。

再開を、１１時といたします。

午前１０時５０分 休憩

────────────────

午前１１時００分 再開

○議長（古舘繁夫君） 休憩前に引き続き、

会議を開きます。

引き続き、提案者からの説明を求めます。

総務部長。

○総務部長（平井雄二君） それでは、議案

の２９５ページをお開きいただきたいと思い

ます。

議案第３５号平成２７年度美幌町一般会計

予算について御説明を申し上げます。

上記について、別冊のとおり提出するとい

うことで、別冊の平成２７年度各会計予算書

のまずは５ページをお開き願いたいと思いま

す。

平成２７年度美幌町一般会計予算について

御説明を申し上げます。

平成２７年度美幌町の一般会計の予算は、

次に定めるところによる。

歳入歳出予算。第１条、歳入歳出予算の総

額は、歳入歳出それぞれ９７億２,３３２万

円と定める。

第２項につきましては、事項別明細書で御

説明を申し上げます。

債務負担行為。第２条、地方自治法第２１

４条の規定により債務を負担する行為をする

ことができる事項、期間及び限度額は、「第

２表 債務負担行為」で御説明を申し上げま

す。



－ 163－

地方債。第３条、地方自治法第２３０条第

１項の規定により起こすことができる地方債

の起債の目的、限度額、起債の方法、利率及

び償還の方法は、「第３表 地方債」で御説

明を申し上げます。

一時借入金。第４条、地方自治法第２３５

条の３第２項の規定による一時借入金の借入

れの最高額は、２５億円と定めるものであり

ます。

それではまず、１１ページをお開きいただ

きたいと思います。

「第２表 債務負担行為」でございます。

債務負担行為は、数年度にわたる債務を負

担する契約を結ぶなど、将来の財政負担を設

定する行為で、平成２７年度以降に係る事業

等について、その期間及び限度額を定めるも

のであります。

まず、一番上段の美幌町公共施設等総合管

理計画及び固定資産台帳整備業務委託料であ

りますが、これは、公共施設の適正配置に係

る総合管理計画の策定及び固定資産台帳整備

に係る委託料で、期間は平成２７年度から平

成２８年度までの２年間、限度額は７８３万

３,０００円であります。

次に、町史制作業務委託料でありますが、

これは、昭和２６年度までの美幌町の歴史が

記された美幌町百年史以降の３０年分につい

て、追補版として新たに発刊をしようとする

美幌町百三十年史の制作に係る業務委託料

で、期間は平成２７年度から平成２９年度ま

での３年間、限度額は１,７０３万２,０００

円であります。

次に、自動体外式除細動器借上料（避難所

等）でありますが、これは、峠の湯びほろ、

図書館、マナビティーセンター、博物館、町

民会館の五つの施設に設置するＡＥＤの更新

で、期間は平成２７年度から平成３１年度ま

での５年間、限度額を１１１万５,０００円

とするものでございます。

次に、固定資産現況システム機器借上料で

ありますが、これは、平成２０年度に導入し

た固定資産現況システムの機器更新に係る借

り上げ料で、期間は平成２７年度から平成３

１年度までの５年間、限度額は２３８万５,

０００円とするものでございます。

次に、稲都福梅地区農地整備事業分担金で

ありますが、これは、平成２７年度から新た

に着手いたします稲美、都橋、福住、古梅の

一部の地区における農道整備、区画整理、暗

渠排水、客土、除れき等の農業基盤整備事業

に係る２０％の分担金で、期間は平成２７年

度から事業完了年度まで、限度額は土地改良

法に基づく負担金額であります。

次に、端野下右岸第２地区農地整備事業分

担金でありますが、これは、平成２７年度か

ら新たに着手いたします豊岡、高野の一部の

地区における区画整理、暗渠排水、客土等の

農業基盤整備事業に係る２０％の分担金で、

期間は平成２７年度から事業完了年度まで、

限度額は土地改良法に基づく負担金額であり

ます。

次に、乗用草刈機購入費でありますが、こ

れは、平成１３年度に購入いたしました乗用

草刈機の更新で、備荒資金組合から購入する

もので、期間は平成２７年度から平成３１年

度までの５年間、限度額は４３１万円とする

ものでございます。

次に、真空式温水機借上料でありますが、

これは、平成２０年度に設置しました学校給

食センターの真空式温水機の更新で、期間は

平成２７年度から平成３４年度までの８年

間、限度額は９６０万４,０００円でありま

す。

次に、１２ページをお開き願いたいと思い

ます。

「第３表 地方債」でございますが、平成

２７年度に実施いたします各事業に要する財

源の一部を地方債に求めるものでございま

す。

まず、一番上段の緊急防災・減災事業につ

いて、限度額は３５０万円であります。

事業内容は、美幌町災害時備蓄計画に基づ

く資機材の整備において、避難所用仮設トイ

レ１２基、避難所用ハロゲンライト１２台の
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購入財源を地方債に求めるもので、地方債名

は緊急防災・減災事業債、充当率は１００

％、後年度元利償還金の７０％が交付税措置

されるものであります。

次に、旧労働会館解体撤去事業について、

限度額は７６０万円であります。

昭和２８年に建築、昭和５０年には一部増

築されました旧労働会館の軒天が経年劣化に

より落下の危険性があることから解体撤去を

しようとするものであり、地方債名は過疎対

策事業債のソフト事業でございます。充当率

は１００％、後年度元利償還金の７０％が交

付税措置されるものであります。

次に、認可外保育所利用者支援事業につい

て、限度額は７９０万円であります。

この事業は、認可外保育所を利用する園児

の保護者に対して、保育料の一部を補助する

ことにより、保護者の経費負担を軽減するも

ので、地方債名は過疎対策事業債のソフト

で、充当率は１００％、後年度元利償還金の

７０％が交付税措置されるものであります。

次に、リサイクルセンター施設整備事業に

ついて、限度額は６７０万円であります。

事業内容は、資源物の集積、確保を行うリ

サイクルセンター内に設置する発泡スチロー

ル溶融機の更新であり、地方債名は過疎対策

事業債のハードで、充当率は１００％、後年

度元利償還金の７０％が交付税措置されるも

のであります。

次に、保健福祉総合センター整備事業につ

いて、限度額は２,２００万円であります。

事業内容は、平成１６年度のオープン以来

１０年を経過した保健福祉総合センターの健

康遊浴室の水を浄化する装置、アクアクリー

ンシステムの更新であり、地方債名は過疎対

策事業債のハードで、充当率は１００％、交

付税の措置は７０％でございます。

次に、医療従事者就業支援等補助事業につ

いて、限度額は６９０万円であります。

この事業は、医療従事者の確保を目的に、

一定の要件を満たす方に住宅準備補助金及び

就業支援補助金を交付するものであり、地方

債名は過疎対策事業債のソフトで、充当率は

１００％、後年度の交付税措置は７０％であ

ります。

次に、農業生産基盤整備事業について、限

度額は３,１００万円であります。

この事業は、田中地区、豊栄地区、昭美地

区、美禽地区、稲都福梅地区の道営畑地帯総

合土地改良事業の区画整理等の地元負担分で

あり、その財源を地方債に求めるものであり

ます。

過疎対策事業債のソフトについては、充当

率１００％で交付税措置７０％が、辺地対策

事業債につきましては、充当率１００％で交

付税率８０％が、一般公共事業等債について

は、充当率、通常分が５０％、財源対策細分

が４０％の合計９０％で、このうち、財源対

策債に係る分について交付税措置５０％がそ

れぞれ措置されるものでございます。

次に、特定間伐等促進事業について、限度

額は１,２６０万円であります。

この事業は、平成２３年度から平成３２年

度までの１０年間、未来につなぐ森づくり事

業として実施されるもので、公共造林事業と

して実施する植林のうち、市町村が事業費の

２６％を補助した場合、そのうち、１６％分

について道から市町村に補助され、その補助

残が起債対象となるものであります。

今年度は、民有林２００ヘクタールを予定

しており、地方債名は一般補助施設整備等事

業債で、充当率は１００％、後年度の交付税

措置は３０％であります。

次に、木質ペレットストーブ促進事業につ

いて、限度額は４００万円であります。

この事業は、行政面積の約６２％を占める

美幌町の森林を活用し、二酸化炭素の排出削

減と地域資源循環システムの構築に向け、木

質ペレットストーブを購入するものに、その

経費の一部を補助するものであります。

平成２６年度までは、国の社会資本整備総

合交付金の対象として２分の１の補助金がご

ざいましたが、平成２７年度からは補助対象

外となることから、その財源を地方債に求め
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るもので、地方債名は過疎対策事業債のソフ

トで、充当率は１００％、後年度７０％が交

付税措置されるものでございます。

次に、太陽光発電システム推進事業につい

て、限度額は２００万円であります。

事業内容は、太陽光エネルギーを利用した

住宅用太陽光発電システムを設置する者にモ

ニター調査を委託し、環境への負荷の少ない

新エネルギーの普及促進と地球温暖化の防止

を図ろうとするものであります。

本事業につきましても、平成２６年度をも

ちまして、国の社会資本整備総合交付金２分

の１補助が終了するため、その財源を地方債

に求めるもので、地方債名は過疎対策事業債

のソフトで、充当率は１００％、交付税措置

は７０％であります。

次に、町道整備事業について、限度額は

９,０７０万円であります。この事業は、国

の社会資本整備総合交付金により実施するも

ので、町道第７７５号道路の大正橋補修工

事、町道第１９号道路及び町道第２４号道路

の舗装補修工事の補助残分の財源を地方債に

求めるものです。

また、町単独事業として実施いたします町

道第１０２号道路舗装補修、町道第６６８号

道路整備工事、町道第２０３号道路整備工

事、町道第１１３号道路整備工事及び町道第

２号道路歩道改良整備工事につきましても、

その財源を地方債に求めようとするものであ

ります。

地方債名は過疎対策事業債で、ハード５本

で７,３５０万円、ソフト３本で１,７２０万

円、充当率は１００％、後年度７０％が交付

税措置されるものであります。

次に、美園団地屋根改修事業について、限

度額は１,６２０万円であります。

美園団地は、建築から３８年を経過してお

り、老朽化が著しく、雨漏りが発生する状況

にあることから、平成２５年度より計画的な

屋根修繕を実施しておりますが、本年度は６

棟、２４戸を予定しております。

地方債名は過疎対策事業債のソフトで、充

当率は１００％、後年度７０％が交付税措置

されるものであります。

次に、少人数学級推進事業について、限度

額は１,４５０万円であります。

小学校の学級定員は、２年生までが３５人

で、小学３年生以上は４０人学級で運用され

ておりますが、学習環境の充実を図るため、

町独自に期限つき教員を３名採用し、小学校

の全学年において３５人学級を実現するもの

であります。地方債名は過疎対策事業債のソ

フトで、充当率は１００％、後年度７０％が

交付税措置されるものであります。

次に、旭小学校体育館屋根改修事業につい

て、限度額は１,７８０万円であります。

旭小学校体育館は、建築から３２年を経過

しており、施設の老朽化により、切妻屋根の

棟部分から雨漏りが発生していることから、

カバールーフ工法により屋根の改修を行うも

のであります。

地方債名は過疎対策事業債のソフトで、充

当率は１００％、後年度７０％が交付税措置

されるものであります。

次に、旭小学校屋外遊具更新事業につい

て、限度額は７２０万円であります。旭小学

校に設置していた屋外木製遊具の腐食が進

み、補修が困難な状況にあったことから既に

撤去しておりましたが、新年度において新た

に屋外遊具を整備しようとするものでありま

す。

地方債名は過疎対策事業債のハードで、充

当率は１００％、後年度７０％が交付税措置

されます。

次に、町民会館改築事業について、限度額

は４,８１０万円であります。建築から４５

年を経過し、耐震上の問題もある町民会館を

改築すべく、現在、基本設計業務を進めてい

るところですが、新年度におきましては実施

設計を業務委託する予定であります。

地方債名は過疎対策事業債のハードで、充

当率は１００％、後年度７０％が交付税措置

されるものであります。

次に、学校給食施設整備事業について、限
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度額は４３０万円であります。

この事業は、洗米された米と水を炊飯釜に

自動供給するオートライマーと呼ばれる機械

が設置から１７年を経過し、経年劣化に伴

い、破損のおそれがあることから、更新する

ものであります。

地方債名は過疎対策事業債のハードで、充

当率は１００％、後年度７０％が交付税措置

されるものであります。

最後に、臨時財政対策債について、限度額

は３億７,１００万円であります。

交付税制度の見直しにより、地方交付税の

不足分の一部を地方自治体の地方債に振りか

えるものであり、充当率は１００％、後年度

に全額が交付税で措置されるものでありま

す。

以上のとおり、本年度に借り入れをいたし

ます地方債の総額は６億７,４００万円を予

定し、計上いたしたところであります。

次に、歳出を御説明いたしますので、７

４、７５ページをお開きいただきたいと思い

ます。

歳出でございますが、まず、議会費の総額

は９,１９６万５,０００円でございます。

議会運営事務費の中の議員報酬、期末手

当、一番下の政務活動費交付金につきまして

は、１４名分を計上しているものでございま

す。

３行目、議員共済費等につきましては、４

月１日基準日のために１３名分を計上してい

るものでございますが、負担率が５２.８％

から６３.７％に増となってございます。

次に、下のほうになりますが、庁用備品、

２９８万２,０００円とありますが、これ

は、議場用の椅子３９脚全てを更新しようす

るものでございます。

その他につきましては、昨年度と大きく変

わるところはございません。

次のページをめくっていただきたいと思い

ます。

総務費であります。

総務費の総額は４億４,３４１万６,０００

円でございます。

まず、全ての予算科目におきまして、説明

欄の事業の名称及び組み方が総合計画、予

算、あるいは行政評価において統一性を持た

すために、前年度から大きく変更となってお

り、事業数もふえておりますし、事業間での

組みかえ等も行っておりますので、前年度予

算書の説明欄の比較が非常に難しいような状

況となっておりますことを御理解願いたいと

思います。

なお、２８年度からは２７年度をベースと

いたしまして予算書を作成してまいりますの

で、次年度以降につきましては、比較は以前

と同様にできるような状態になりますことを

あわせて御理解願いたいと思います。

まず、１、総務事務費の中の下のほうにあ

ります補助金、美幌町防火管理連絡協議会設

立５０周年記念誌作成事業補助金２０万円で

ありますが、これにつきましては、５０周年

を迎えるに当たって記念誌の発行を予定して

いるということで、２分の１を補助しようと

するものでございます。

その下の美幌地区危険物安全協会創立５０

周年記念誌作成事業補助金につきましても同

様でございます。

次に、人事管理事務、まず最初の非常勤職

員報酬２１万９,０００円でありますが、増

額となっておりますが、新たに法令遵守審査

会委員報酬といたしまして、３名の３回分を

計上いたしております。

次に、３行飛びまして、新規ということ

で、各種委員会報償１０万円であります。こ

れにつきましても、法令遵守相談調査員とい

うものを設置するために１名分を計上してお

ります。

次に、業務委託料、新規といたしまして、

社会保障・税番号制度対応システム作成委託

料の３６４万２,０００円でありますが、こ

れにつきましては、マイナンバー制度の対応

に伴うシステム作成でありまして、源泉徴収

票を新制度に対応させるためのものでござい

ます。
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その下につきましても、新規ということ

で、地方公務員共済制度改正対応プログラム

作成委託料２４７万９,０００円であります

が、本年１０月１日施行の年金一元化法に係

るプログラムの作成分でございます。

次のページをおめくりいただきたいと思い

ます。

３、秘書渉外事務、下のほうになります

が、庁用備品１２５万円でありますが、これ

につきましては、昭和３７年に購入いたしま

した町長室及び副町長室の机、椅子の更新

と、同じく昭和３７年購入の応接室のテーブ

ルを更新しようとするものでございます。

次、４、庁用事務の一番下、新規ですが、

庁用備品４２０万５,０００円の計上であり

ます。これは、平成１９年から借り上げの庁

舎別館の印刷機の更新であります。

次、６、公文書管理事業１,６５５万３,０

００円ということで増額となっております

が、これらの経費につきましては、平成２６

年度から、公文書管理、ファイリングシステ

ムの導入を開始いたしまして、２６年度は総

務部の３グループに導入をいたしたところで

ありますが、新年度につきましては、本庁舎

の残り全てに導入しようとするもので増額と

なっております。

次をめくっていただきたいと思います。

上から２段目、広報広聴費であります。

１、広報事業の３行目、新規、印刷製本費

４６万５,０００円の計上でありますが、こ

れは、町勢要覧の在庫が不足となることから

増刷をするもので、１,０００部を予定して

おります。

次に、業務等委託料、まず一つ目、新規

ホームページリニューアル委託料１１８万

３,０００円でございますが、現システムの

改修によってホームページのリニューアル化

を図ろうとするものでございます。

その下、インタビューボード作成委託料１

５万３,０００円でございますが、大きさ的

には幅、縦とも２メートル強の折り畳み式の

インタビューボードの作成をしようとするも

のでございます。

次に、２、広聴事業、増額となっておりま

す１２１万３,０００円でございますが、こ

れにつきましては、北海道人権啓発活動地方

活性化事業委託金１００万円の交付を受けま

して、人権尊重思想の普及、高揚を図るた

め、講演会の開催や懸垂幕の作成、花運動等

による啓発活動を行おうということで増額と

なっております。

次をめくっていただきたいと思います。

一番上の１、財政管理事業の一番下、負担

金、全国過疎地域自立促進連盟北海道支部負

担金８万４,０００円ということで増額と

なっております。これにつきましては、平成

２６年度からの過疎地域指定による負担金で

ございますが、前年度は初年目のために均等

割の３万９,０００円のみでありましたけれ

ども、新年度からは、前年度の過疎債割とい

たしまして４万５,０００円が増額となって

いるものでございます。

その次の財産管理費でありますが、１、庁

舎管理事業の修繕料、１７８万７,０００円

でございますが、これにつきましては、ファ

イリングシステム導入に伴います書庫修繕の

ほか、庁舎別館玄関修繕、町長室床修繕、応

接室ドア修繕等を計上しているものでござい

ます。

次に、業務等委託料の１行飛びまして、重

要書類廃棄処理業務委託料が増額となってお

りますが、これにつきましては、ファイリン

グシステム導入に伴います廃棄書類のシュ

レッダー量の増を見込んでいるものでござい

ます。

このページの一番下の２、町有財産管理事

業でありますが、１枚めくっていただきまし

て、上から５行目、光熱水費１９万３,００

０円、新規計上でありますが、これにつきま

しては、職員住宅敷地の街灯及び旧福豊小学

校井戸ポンプの電気料金でございまして、予

算の組みかえによる増でございます。

１行飛びまして、手数料７６万９,０００

円は増額となっております理由は、主に旧福
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豊小学校の井戸の水質検査及び亜硝酸性窒素

除去装置樹脂交換手数料の予算の組みかえに

よるものでございます。

１行飛びまして、業務等委託料の３行目、

美幌町公共施設等総合管理計画及び固定資産

台帳整備業務委託料３３５万７,０００円の

新規計上でありますが、債務負担行為でも御

説明いたしましたが、平成２７年度から２カ

年計画で公共施設の総合管理計画及び固定資

産台帳の策定を行おうとするもので、総事業

費は１,１１９万円のうち、平成２７年度分

といたしまして３３５万７,０００円を計上

しているものでございます。

なお、特別交付税で２分の１が措置される

ものでございます。

次の施設維持管理等委託料の給水ポンプ井

戸点検清掃委託料１２万円は、新規計上であ

りますが、これも先ほど来説明いたしており

ます旧福豊小学校の井戸にかかわるもので、

予算の組みかえであります。

１行飛びまして、工事請負費、旧労働会館

解体請負工事７６８万円でございますが、こ

れも先ほど御説明いたしましたが、昭和２８

年建築の旧労働会館について、このたび、危

険性があるということで過疎債を活用して解

体をしようとするものでございます。

次の行、車両の２９５万２,０００円でご

ざいますが、これにつきましては、平成２年

及び平成１３年に購入いたしておりますライ

トバンの更新、２台分でございます。

次に、５、企画費の１、政策推進事業、４

行目になります事務事業協力報償と下のほう

にあります手数料でございますが、これにつ

きましては、ふるさと納税制度の関係でござ

います。

新年度から、ふるさと納税につきまして

は、ポータルサイトふるさとチョイスを導入

し、ＪＴＢを介して特産品のカタログによる

申し込み、ポイント制でございますが、これ

によりまして、発注、発送、生産の一元管理

を行うとともに、ヤフーの公金払いを導入い

たしまして、寄附金のクレジット支払いを可

能とすることで利便性を図ることとし、大幅

な寄附件数の増を見込んでおりますことによ

り、報償費では増額を見込んでおります。

また、そのほかに、報償費では、町史編さ

ん事業について、新年度からいよいよ執筆業

務に入るために、昨年度の資料調査専門員の

ほかに、編さん協力員といたしまして３名の

協力を得ようとするものでございます。

次に、業務等委託料でございます。

町史制作業務委託料９４５万円について増

額となっておりますが、平成２７年度から執

筆業務に入るための増額でございまして、こ

れは、債務負担行為に基づくもので、平成２

９年度までの分の設定でございます。

次の総合計画策定業務の委託料２８９万

２,０００円でございますが、これは、債務

負担行為によるもので、平成２７年度に完了

するものでございます。

次のページをめくっていただきたいと思い

ます。

上から２行目、積立金１７１万２,０００

円ということで増額となっておりますのは、

先ほども御説明しましたが、ふるさと寄附金

について、本年度、１,０００万円の歳入を

計上していることから、特産品８２８万８,

０００円の歳出計上の残りを基金積立金とし

て計上しようとしているものでございます。

次に、５、国際交流事業の負担金、ケンブ

リッジ交流事業負担金７９万９,０００円で

ございますが、ケンブリッジ交換留学生に係

る予算を報償費から組みかえしたこと及び平

成２７年度からケンブリッジ高校へ、毎年、

高校生２名を短期交換、交互で留学をするこ

ととするものでございまして、平成２７年度

は短期留学となるものでございます。翌年、

平成２８年度は交換留学になる予定でござい

ます。

次に、辺地対策費、１、生活バス路線等維

持事業でありますが、一番下の積立金１万

４,０００円につきましては、基金利子の積

立金で、以降の費目に計上しております積立

金も同様なもの、利子のみにつきましてはそ



－ 169－

れぞれの説明は省略させていただきたいと思

います。

次のページをおめくりいただきたいと思い

ます。

上から２段目、住民活動推進費の１、住民

活動推進事業の４行目、修繕料３７１万円と

いうことで増額となっております。このう

ち、１８４万９,０００円につきましては古

梅総合センター体育館支柱修繕を、１０６万

１,０００円については報徳地区農作業準備

休憩施設体育館屋根塗装を行おうとするもの

による増額でございます。

４行飛びまして、庁用備品、２４万円でご

ざいますが、これは、青稲地区ふれあい会館

におけるストーブ１台の更新を図ろうとする

ものでございます。

次に、１ページをめくっていただきたいと

思います。

上から２段目、１、財政調整等基金積立

金、積立金５２３万３,０００円でございま

すが、財政調整基金、公共施設整備基金、減

債基金の３基金に係る利子積立金として５２

３万２,０００円と、寄附金の科目設定に伴

う積立金として１,０００円を計上している

ものでございます。

次、１、電算システム事業の下から２行

目、社会保障・税番号制度対応システム作成

委託料７０８万５,０００円と財務会計シス

テム番号制度対応プログラム作成委託料７９

万１,０００円、その次のページ、１行飛び

まして、負担金、社会保障・税番号制度中間

サーバープラットフォーム利用負担金６５３

万６,０００円につきましては、マイナン

バー制度対応のためのシステム作成及び中間

プラットフォーム利用料の計上をいたしてい

るところでございます。

次、１１、諸費、１、防災対策事業の７行

目、消耗品費８５０万円でございますが、こ

のうち、８３９万円は戸別配付用非常持ち出

し品の２年次目の２,６００個と、毛布５９

０枚を購入しようとするものでございます。

少し飛びまして、機械器具３５０万４,０

００円とございますけれども、これにつきま

しては、備蓄計画に基づき、仮設トイレ１２

基、ハロゲンライト１２台を整備しようとす

るものでございます。

次に、自主防災活動推進事業の補助金、自

主防災資機材等購入補助金１６０万円という

ことで増額となっておりますのは、防災資機

材３セット分を補助しようとするもので、新

年度は、美幸自治会、仲町２自治会、栄町東

自治会の３自治会に補助しようとするもの、

また、収納物置１基ということで、これは、

美幸自治会にそれぞれ配置するための補助を

しようとするものでございます。

次、１ページめくっていただきたいと思い

ます。

上から２段目になります。１、町税等課税

事務の業務等委託料、２行飛びまして、社会

保障・税番号制度対応システム作成委託料５

０３万４,０００円、新規計上であります

が、これも、先ほど来出てきまして、また今

後も出てきますが、この委託料は、町税の賦

課・収納・滞納業務に対するマイナンバー制

度対応システムの作成分でございます。

次に、徴税等収納事務の５行目、通信運搬

費と、次は新規でございまして、手数料は増

額となっておりますが、これにつきまして

は、新年度からコンビニ収納を導入する経費

といたしまして増額を見込んでございます。

次をめくっていただきたいと思います。

１、戸籍住民基本台帳事務の業務等委託料

の下から３行になりますが、社会保障・税番

号制度対応システム作成委託料ということ

で、新規計上であります。これも、先ほど来

と同じく、マイナンバー制度対応によるシス

テム作成委託料でございます。

次をめくっていただきたいと思います。

上から２段目、１、知事及び道議会議員選

挙事務と、次の１、町長及び町議会議員選挙

事務につきましては、本年４月に行われる統

一地方選挙の費用を計上いたしているもので

ございます。

１枚めくっていただきたいと思います。
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上から２段目、１、統計調査事業というこ

とで、１,１２６万８,０００円の計上で大幅

に増額しておりますが、これは、平成２７年

１０月に５年ごとに実施されます国勢調査に

よる予算増でございます。

１枚めくっていただきたいと思います。

１０３ページにおきましては、前年度と大

きな変更はございません。

次をめくっていただきたいと思います。

民生費でございます。民生費の総額は２１

億９,５３１万円でございます。

１、社会福祉推進事業の補助金の欄の３行

目、社会福祉協議会補助金につきましては、

本年、職員５名分の人件費を補助しようとす

るものでございます。

この段の一番下、国民健康保険特別会計繰

出金、１億５,９６９万３,０００円につきま

しては、内訳といたしまして、保険基盤安定

分、人件費分、電算委託料分、電算機器借上

料分、出産育児一時金分、財政安定化支援事

業分を一般会計から繰り出しをしようとする

ものでございます。

次の段、１、コミュニティセンター維持管

理事業の５行目、修繕料３８１万８,０００

円ということで増額となっております。この

うち、２６１万８,０００円につきまして

は、従来から計画の大集会室の床ウレタン塗

装及びラインの改修につきまして、平成２６

年度耐震補強工事が完了したことに伴いまし

て、本年度実施しようとするものでございま

す。

次をめくっていただきたいと思います。

上から２段目、１、高齢者福祉推進事業の

６行目、業務等委託料、災害時要支援者台帳

システムデータ更新委託料２１万６,０００

円、新規計上でございますが、これは、平成

２４年３月導入のゼンリン地図の更新を図ろ

うとするものでございます。

次の補助金の一番下の行、地域福祉活動補

助金８０万円ということで、前年度から２０

万円増額となっておりますが、これにつきま

しては、たすけあいチームに貸し出しの家庭

用除雪機の燃料代が不足している実態から、

社会福祉協議会と２分の１ずつの負担として

補助を増額しようとするものでございます。

次をめくっていただきたいと思います。

２、一番上の在宅福祉事業の３行目、通信

運搬費が増額となっております。それと、機

械器具につきましても増額となっております

が、まず、通信運搬費のうち２９万８,００

０円、それから、機械器具のうち３４８万

８,０００円につきましては、平成２１年に

美幌消防署に設置をいたしました緊急通報セ

ンター装置の更新でありまして、津別町と折

半で負担し、整備をしようとするものでござ

います。

次、４、高齢者福祉施設運営事業９９３万

５,０００円ということで大きく減額となっ

ておりますけれども、これにつきましては、

老人福祉寮の廃止に伴う減額でございます。

次、５、高齢者保護措置事業、扶助費、老

人保護措置費４,２７５万２,０００円につき

ましては、美幌町民が町外の養護老人福祉施

設に入所しております１８名の方と入所予定

者４名を見込み、計２２名に対する措置費の

計上分でございます。前年度より２名増を計

上いたしております。

次をめくっていただきたいと思います。

一番上の６、後期高齢者広域連合負担事

業、負担金、療養給付費負担金でございます

けれども、これは、後期高齢者医療広域連合

で支払いする医療給付費に要する町の公費負

担分で、国が６分の４、道が６分の１、町が

６分の１の負担でございます。

次の後期高齢者医療特別会計繰出金につき

ましては、事務費繰入金として１,９３８万

８,０００円を、保険基盤安定分といたしま

して７,７７８万８,０００円を一般会計から

繰り出ししようとするものでございます。

次の介護保険特別会計繰出金につきまして

は、給付費負担分として１億９,５３４万２,

０００円を、介護予防事業分といたしまして

１５２万３,０００円を、包括支援事業分と

して６０８万９,０００円を、任意事業分と



－ 171－

いたしまして１,１１６万３,０００円を、事

務費分として５,０７２万円を、介護保険料

軽減費として３６６万円、トータル２億６,

８４９万７,０００円を計上しているもので

ございます。

次の段、国民年金事務の業務等委託料の２

行目につきましては、先ほど来説明いたして

おりますマイナンバー制度の対応分でござい

ます。

次の段、１、障害福祉事業の消耗品費と印

刷製本費であります。消耗品費のうち１万

８,０００円と印刷製本費のうち２万６,００

０円は、新規でございますが、支援が必要な

障害者と支援を行いたい人をつなぐヘルプ

カード５００枚を作成しようとする経費を見

込んでおります。

次をめくっていただきたいと思います。

一番上の行、業務等委託料の２行目、これ

につきましても、マイナンバー制度対応のた

めのシステム作成分でございます。

次をめくっていただきたいと思います。

上から３段目、児童福祉事務、２行目、業

務等委託料の社会保障・税番号制度に係るも

のにつきましては、先ほど来と同様でござい

ます。

１行飛びまして、法人立施設等運営費負担

金７,４２０万８,０００円、新規計上であり

ます。これにつきましては、子ども・子育て

支援新制度に伴い、施設型給付を受ける認定

こども園へ移行する藤幼稚園に係る施設給付

で、負担割合、国２分の１、道４分の１、町

４分の１でございます。

次の認可外保育所利用者補助金７９３万

６,０００円ということで増額となっており

ますが、これにつきましては、新年度からの

町保育料引き下げに伴います補助金の増と

なっているものでございます。

次をめくっていただきたいと思います。

１１７ページにつきましては、特に前年度

からの変更はございません。

次の１１９ページであります。

２段目の１、美幌保育園管理運営事業と次

のページの東陽保育園管理運営事業につきま

しては、前年度、別事業といたしておりまし

た施設維持管理事業をこの管理運営事業に含

めて組みかえをしておりますので、総体的に

は大きな変更はございません。

次に、１２３ページをお開き願いたいと思

います。

上から２段目、へき地保育所管理運営事業

の２行目、臨時職員賃金２,２２３万２,００

０円ということで増額となっております。こ

れは、障害児等対応補助保育士の増員による

ものでございます。

このページの一番下、１、児童手当支給事

業、めくっていただきまして、１２５ペー

ジ、上から２行目、業務等委託料、社会保

障・税番号制度の関係は、先ほど来と同様で

ございます。

次をめくっていただきまして……。

○議長（古舘繁夫君） 部長、民生費が終

わったのですね。そうしたら、昼から衛生費

に移りますので、暫時休憩をいたします。

再開は１時１５分とします。

午前１１時４６分 休憩

────────────────

午後 １時１５分 再開

○議長（古舘繁夫君） 休憩前に引き続き、

会議を開きます。

引き続き、提案者からの説明を求めます。

総務部長。

○総務部長（平井雄二君） それでは、引き

続き、議案の１２７ページをお開きいただき

たいと思います。

衛生費でございます。

衛生費の総額は９億２,１１８万３,０００

円でございます。一番上段であります１、保

健衛生推進事業の下のほうになりますが、補

助金の２行目、医療従事者就業支援補助金６

９０万円ということで増額となっております

が、補助対象者の増加を見込みましての増で

ございます。住宅準備補助として７名分、就

業支援補助として２２名分を計上いたしてい

るところでございます。
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一つ飛びまして、３、他会計負担事業、負

担金、水道事業会計負担金２０万５,０００

円につきましては、公共施設の無償給水に係

る一般会計からの負担金でございます。

次の病院事業会計負担金でございますが、

これにつきましては、救急医療確保経費、医

師確保に要する経費、高度医療に係る経費、

建設改良費、自治体病院再編経費、改革プラ

ン経費、小児医療経費、不採算診療経費で、

合計２億９０８万９,０００円を計上いたし

ているところでございます。

次の補助金、病院事業会計補助金でありま

すが、これにつきましては、医師・看護師研

究研修経費、基礎年金拠出金、子ども手当分

といたしまして、３,３６６万６,０００円を

計上いたしております。

その次の投資及び出資金につきましては、

病院事業会計の出資金でございまして、医療

機器購入経費、建設改良経費、合計１億１,

６３６万８,０００円を計上いたしておりま

す。

次の繰出金、個別排水処理特別会計繰出金

３,８１０万１,０００円につきましては、地

方債の償還分として６７４万２,０００円

を、資本費のルール分として１,３１８万７,

０００円と、基準外分といたしまして１,８

１７万２,０００円を繰り出ししようとする

ものでございます。

次の広域事務組合負担事業、負担金、美

幌・津別広域事務組合負担金１,２４８万１,

０００円につきましては、火葬場の運営に要

する一般会計からの負担でございます。

次のページをめくっていただきたいと思い

ます。

中ほどの３、母子保健事業の業務等委託料

の一番下、社会保障・税番号制度、これにつ

きましては、先ほど来と同じくマイナンバー

制度対応のシステム作成であります。

次のページをめくっていただきたいと思い

ます。

３行目、４、健康づくり事業の業務等委託

料の一番下、ピロリ菌検査委託料６３万５,

０００円、新規計上でございますが、平成２

６年度は、北海道大学の支援、協力によりま

して、中学校全学年で実施したピロリ菌検

査、除菌について、新年度は未実施者を町単

費で行うとともに、除菌を行った生徒の１年

後の除菌確認検査をあわせて町単費で行おう

とするものでございます。

なお、昨年度の未実施者の検査分といたし

ましては２５名分を、１年後の検査といたし

ましても２５名分を計上いたしているところ

でございます。

次の補助金、子育て世帯禁煙サポート補助

金１００万円、新規計上でございます。

これは、受動喫煙の中で特に影響の受けや

すい子供をたばこの害から守るために、新年

度から、子育て世帯の親や生計をともにする

者の禁煙外来治療費自己負担費用の２分の

１、上限１万円を補助し、禁煙を促し、養育

環境の向上と健康増進を図ろうとするもの

で、１００名分を計上いたしているところで

ございます。

次の段、２、墓地・霊園等管理事業の４行

目、修繕料４２万８,０００円、新規計上で

ありますが、これは、まず１点、市街地共同

墓地ののり面を修繕しようとするもの、もう

一点は、美幌霊園の漏水修繕を行おうとする

ものであります。

次のページをめくっていただきたいと思い

ます。

上から２段目の３、花樹育苗センター管理

運営事業は、管理運営事業全体で増額となっ

ております。これにつきましては、特に、ビ

ニールハウス６棟ありますが、そのうち１棟

の倒壊によりまして、その１棟分を修繕しよ

うとするものでございます。

次の１、保健福祉総合センター管理運営事

業の修繕料２,４２３万２,０００円というこ

とで増額となっておりますが、これのうち

２,２０３万２,０００円につきましては、平

成１６年設置の健康入浴室に係る次亜塩素酸

生成装置、アクアクリーンシステムの更新

を、過疎債を財源に実施しようとするもので
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ございます。

次のページをめくっていただきたいと思い

ます。

上から２段目、１、ごみ分別収集関連事業

の業務等委託料、まず、塵芥収集業務委託料

５,７２９万１,０００円ということで増額と

なっておりますのは、一般管理費の見直しと

祝日出勤者の代替賃金を計上いたしたところ

による増額でございます。

次の資源ごみ収集等運搬業務委託料２,４

３０万９,０００円につきましても増額と

なっておりますが、これにつきましては、新

たに家電、衣類を追加回収するものによる増

額が主でございます。

次、二つ飛びまして、有害ごみ収集運搬業

務委託料６６万１,０００円、これは新規計

上でございます。これにつきましては、新た

に電池、蛍光灯を追加回収しようとするもの

でございます。

次、４行飛びまして、使用済蛍光管等処理

業務委託料９万８,０００円の新規計上でご

ざいますが、これにつきましては、先ほど説

明いたしました蛍光灯の回収に伴いまして、

１,０００キログラムの想定をした処理の委

託料でございます。

１事業飛びまして、３、ごみ処分場維持管

理事業の修繕料１,９９４万４,０００円とい

うことで増額となっておりますのは、このう

ち６７２万円につきまして、発泡スチロール

溶融機の交換を行おうとするものでございま

す。

次のページをおめくりいただきたいと思い

ます。

一番上、施設維持管理等委託料のごみ処理

場維持管理委託料、８,７５７万２,０００円

ということで増額となっておりますのは、現

在、２基及び３基を併用して受け入れしてお

りますことに伴いまして、業務料の増により

職員の増員を図ろうとするものでございま

す。

次の工事請負費、第Ⅰ期水処理施設屋根改

修工事４４２万３,０００円でございます

が、経年劣化による改修をしようとするもの

でございます。

次のＢＤＦ製造装置排気設備新設工事５７

２万７,０００円でございますが、これは新

規でございますが、ＢＤＦ製造装置の施設に

排気設備を新たに設置しようとするものでご

ざいます。

１行飛びまして、庁用備品３７万６,００

０円の新規予算化でございますが、これは、

平成９年に購入いたしましたジェットヒー

ターの更新及び蛍光管の保管コンテナを２台

購入しようとするものであります。

次の機械器具１５万７,０００円も新規予

算化でございますが、平成７年に購入いたし

ましたガスモニターの更新をしようとするも

のでございます。

ここのページは以上であります。

次をめくっていただきたいと思います。

次は、労働費であります。

労働費の総額は３,２９８万７,０００円で

ございます。労働費につきましては、前年度

から特に変更はございません。

次のページをお願いいたします。

農林水産業費でございます。

総額は５億３,８８４万３,０００円でござ

います。一番上段、１、農業委員会運営事務

の費用弁償２２万２,０００円ということで

増額となっておりますのは、管内農業委員会

連合会の役員となったことから、全国農業委

員会会長大会兼中央要請集会並びに研修会へ

の出席のため、東京１回分を増額しているも

のでございます。

次、業務等委託料の２行目、農地台帳シス

テム保守管理委託料１０万８,０００円、新

規計上でございます。これは、平成２６年度

に導入いたしました農地台帳システム保守管

理が平成２７年度以降、毎年、必要となって

くるものの計上でございます。

次のページをめくっていただきたいと思い

ます。

中ほどになりますが、２、新規就農者等支

援事業、補助金、新規就農者等支援事業補助
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金１,３５８万８,０００円ということで増額

となっておりますのは、新規就農者、これは

新規参入者でありますが、１名の営業開始経

費といたしまして２００万円及び農業従事者

補助対象者の増ということで増額となってい

るものでございます。

次のページをめくっていただきたいと思い

ます。

６、みらい農業センター管理運営事業の中

ほどにあります業務等委託料、２行目、農産

物品質評価委託料３０万円の新規予算計上で

ありますが、これは、美幌産アスパラの販売

促進を図るために、栄養素の分析、評価を行

おうとするものでございます。

次の事業、７、環境保全型農業直接支援対

策事業の補助金、環境保全型農業直接支援対

策事業費補助金８３４万円ということで増額

となっておりますが、これは、制度改正に伴

いまして、従来、国が直接支払いしていた補

助金を町が一括して農業者に交付となったこ

とによる変更に伴う増額でございます。

次の事業、１、畜産振興事業ということ

で、１ページめくっていただきまして、次の

ページの４行目の補助金の下から２行目、乳

用種性判別凍結精液助成事業補助金７５万円

ということで増額となっておりますが、対象

牛の補助要件を廃止し、単価を８,０００円

から１万円に増額しようとするものでござい

ます。

次のページをめくっていただきたいと思い

ます。

上から２段目の２、道営土地改良事業、３

行目、負担金１億７,８４１万３,０００円、

これに係る６事業の工事内容につきまして

は、後ほど副町長から御説明を申し上げま

す。

その下、補助金、美幌豊栄地区と美幌昭美

地区の農業経営高度化促進事業補助金であり

ますが、これは新規予算化でございます。こ

れは、新年度から町が補助事業主体となりま

して、豊栄地区５９３.９ヘクタールのうち

９.９４ヘクタールを、昭美地区、全体では

２１１.７ヘクタールのうち８.２３ヘクター

ルを、通年施工で、休耕する中で区画整理を

行い、２分の１は農業経営高度化促進事業補

助金を受け、残りの２分の１を受益者分担金

で受けるものでございます。

次の３、団体営土地改良事業の修繕料２６

０万円ということで増額となっております

が、これのうち２４０万円は、瑞治の明渠排

水３８メートル分の修繕を見込んでいるもの

でございます。

このページの一番下、機械器具１８万８,

０００円、新規計上でございますが、これ

は、多面的機能支払事業補助金の財源４分の

３補助を活用いたしまして、現地確認用にラ

ジコンヘリコプター１機を購入するものでご

ざいます。

次のページをめくっていただきたいと思い

ます。

上段の中ほどにあります補助金、２行目、

多面的機能支払事業補助金２,７５２万８,０

００円の新規予算化でございますが、これ

は、負担金から補助金への組みかえと、法改

正により、平成２７年度から、国２分の１、

道４分の１の補助金を、町の予算を通し、町

の４分の１補助とあわせて交付することと

なったことによるものでございます。

このページの一番下の事業、２、林業推進

事業の消耗品費、９８万円ということで増額

となっておりますが、新規といたしまして、

このうち７０万円は１歳の誕生祝いに町産材

のおもちゃを贈り、木育を推進する、「誕生

祝！はじめての木づかい事業」をスタートさ

せるもので、１個５,０００円相当のおも

ちゃ、１４０人分を計上いたしているところ

でございます。

次のページをおめくりいただきたいと思い

ます。

上から４行目、業務等委託料のまず木製遊

具造作委託料と工事請負費の林業館改修工

事、その下の庁用備品、教育備品、これらに

つきましては、合計３,５３６万７,０００円

の新規計上であります。これは、新規事業
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で、北海道地域づくり総合交付金を活用いた

しまして、林業館を改修し、木の遊具やおも

ちゃを設置し、木と遊び、木と触れ合う木育

広場を開設し、森林を守り育てる木育を推進

しようとする予算化でございます。

次の業務委託料の３行目、カーボンオフ

セット制度ＰＲ用看板作製委託料４３万５,

０００円の新規予算化でございますが、これ

は、庁舎正面玄関に認証材のパネルを設置い

たしまして、寄附者の顕彰と事業の啓蒙を図

ろうとするものでございます。

次、補助金の２行目、木質ペレットストー

ブ購入補助金４００万円でございますが、新

年度から国庫補助の対象外となる予定でござ

いますが、町単独事業として継続をしようと

するものでございます。

その次の林業グループ活動費補助金２万

５,０００円、新規計上でありますが、平成

２７年度に林業グループが道内視察を実施す

ることに伴い、視察経費の一部を森林組合と

町とで折半し、補助しようとするものでござ

います。

次の段、１、治山林道施設整備推進事業の

４行目、自動車等借上料６４万８,０００円

につきましては、平成２６年度に設置してお

ります栄森牧場手前の治山施設の沈砂池しゅ

んせつ重機借上料の計上でございます。

次のページをおめくりいただきたいと思い

ます。

１５５ページにつきましては、昨年度と大

きく変わりはございませんので、省略をいた

します。

次のページをめくっていただきたいと思い

ます。

商工費であります。

商工費の総額は４億１,１０８万２,０００

円でございます。上段の２、新エネルギー導

入推進事業の５行目、業務等委託料、太陽光

発電システム設置モニター委託料２００万円

につきましては、新年度から国庫補助の対象

外となる予定でございますが、町単独事業と

して継続をしようとするものでございます。

次の段、１、商工振興推進事業の各種表彰

等報償２２万１,０００円ということで増額

となっておりますが、毎年行っております商

工業優良従業員表彰に際し、新年度から記念

品を贈呈しようとするものでございます。

次の事業、２、商店街活性化促進事業の補

助金につきましては減額となっております

が、これにつきましては、平成２６年度にお

いて、地域活性化・地域住民生活等緊急支援

交付金事業で、町内消費拡大セール事業を振

りかえをして、平成２６年度の補正予算に前

倒しをすることに伴いまして、全額を減額す

ることとなっているものでございます。

次の事業、３、中小企業融資利子補給事業

の貸付金３億１,０００万円ということで増

額となっておりますが、町の原資２億８,５

００万円に２,５００万円を新年度に増額

し、原資の４倍枠で金融機関から運転資金、

設備資金に貸し付けをするものでございま

す。

次の事業、１、観光振興事業につきまして

は、第２次美幌町観光振興計画の策定を行お

うとするものによる増でございます。

次のページをめくっていただきまして、上

から９行目、負担金の４行目、女満別空港国

際チャーター便誘致協議会負担金２３万円と

いうことで増額となっております。これにつ

きましては、構成団体のＰＲ用ＤＶＤ、これ

は英語バージョンでありますけれども、この

作成のために増額となっております。

次、４行飛びまして、女満別空港整備利用

促進協議会負担金２０万円ということで、新

規予算の計上であります。これは、東京便の

利用減少に伴いまして、プロモーション等に

よる誘客利用促進事業を新たに行おうとする

ものでございます。

次の美幌峠再発見実行委員会負担金８０万

円につきましては、新規計上でありますが、

平成２６年度までは、北網地域活性化協議会

負担金といたしまして支出をしておりました

が、活性化協議会の事業がなくなったことに

よりまして、直接負担金といたしまして実行
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委員会に支出をする予算の組みかえでござい

ます。

次の補助金、観光物産協会補助金９２８万

７,０００円ということで、これも増額と

なっていますが、６月７日に予定の「君の名

は」の特別上映会を開催する予定であるこ

と、また、フォトコンテスト実施等により増

額となっているものでございます。

次、二つ事業を飛びまして、４、観光施設

維持管理事業でございますが、次のページを

めくっていただきたいと思います。

上から２行目になります。交流促進セン

ター維持管理委託料９５０万円ということで

増額となっておりますが、これにつきまして

は、電気料金の大幅改定がありまして、社会

情勢に大きな変化があったことから、委託料

の変更をしようとするものでございます。

次、機械器具２４２万２,０００円、これ

も新規計上でございますが、これは、交流促

進センターにおける井戸ポンプ１台、券売機

１台の更新をしようとするものでございま

す。

次の事業、５、観光イベント推進事業、補

助金の３行目、夏まつり補助金２００万円に

つきましては、会場設営の充実及び花火の演

出効果を高めることにより、補助金を１００

万円から２００万円に増額するもので、特定

財源として、いきいきふるさと推進事業助成

金の２分の１を入れて行おうとするものでご

ざいます。

次のページをめくっていただきたいと思い

ます。

土木費であります。

総額は９億９,６５０万６,０００円でござ

います。

上から２段目、１、道路台帳整備事業、業

務等委託料の道路台帳修正業務委託料５８５

万３,０００円ということで増額となってお

りますが、このうち２７７万９,０００円

は、ファイリングシステムの新年度の導入に

伴いまして、道路台帳図面のＰＤＦデータ化

を図るため、スキャニング業務を委託しよう

とするものによる増額でございます。

次のページをめくっていただきたいと思い

ます。

中ほどの２、道路橋梁補修事業、２行目、

実施設計等委託料の路面性状調査等委託料５

３８万９,０００円の新規計上でございます

が、これは、道路舗装面の劣化箇所の調査を

実施することで、その状態によっては、舗

装・補修工事を補助事業として実施可能とな

るもので、新年度に、３５路線、４８.５キ

ロメートルを実施しようとするものでござい

ます。

その下、工事請負費５,５７０万円の３件

の工事内容につきましては、後ほど副町長か

ら御説明を申し上げます。

次の事業、３、除雪対策事業１億４４３万

４,０００円でございますが、まずは、一斉

除雪といたしましては、４回から６回への増

を見込んでおります。下のほうになります

が、下から５行目、施設維持管理等委託料の

除排雪委託料２,９０９万７,０００円でござ

いますが、自動車等借上料からの組みかえ及

び一斉除雪の２回分の増を見込んでいるもの

でございます。

次のページをめくっていただきたいと思い

ます。

中ほどの段、１、道路整備事業、６,４９

１万７,０００円の４件の工事内容につきま

しては、後ほど、副町長から御説明を申し上

げます。

次のページをめくっていただきたいと思い

ます。

上から２段目、１、公園維持管理事業の中

ほど、施設維持管理等委託料のスケートリン

ク維持管理委託料５９９万４,０００円とい

うことで増額となっております。これは、小

学校３校の維持管理委託料で、平成２６年度

までは旭小のみ直営で行っておりましたが、

年々、降雪量の増加に伴いまして除雪作業が

ふえてきたために、旭小学校のスケートリン

クについても委託に変更としようとするもの

による増額が主でございます。
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次、工事請負費であります。

簡易水洗トイレ設置工事とその他の備品で

ございますが、新年度、あおやま公園に簡易

水洗トイレを設置しようとするものでござい

ます。

一番下の段、公共下水道繰出事業、繰出

金、公共下水道特別会計繰出金４億２３２万

５,０００円につきましては、雨水処理に要

する経費、地方債償還金、水洗便所普及費、

汚水処理費のほか、基準外の一般会計からの

繰出金でございます。

次のページをめくっていただきたいと思い

ます。

一番上段の１、建築事業の一番下、補助金

につきましては、１５０万円ということで前

年度から大幅に減額となっておりますのは、

住宅リフォーム促進補助金につきまして、平

成２６年度の地域活性化・地域住民生活等緊

急支援交付金事業へ振りかえすることとして

の全額減額となっているものでございます。

次の段、１、公営住宅管理事業の５行目、

修繕料３,７２９万円でございますが、この

うち１,６２７万９,０００円につきまして

は、美園団地６棟２４戸の屋根修繕でござい

ます。また、そのうち５００万円につきまし

ては、仲町団地のバルコニー笠木修繕でふえ

ているものでございます。

１行飛びまして、業務等委託料の社会保

障・税番号制度対応システム作成委託料は、

先ほど来説明しておりますマイナンバー制度

の対応分でございます。

このページの一番下の段、公営住宅整備事

業、工事請負費、公営住宅駐車場整備工事

２,５７８万４,０００円につきましては、年

次計画で、駐車場の有料化にあわせて整備を

しておりますもので、新年度は三橋南団地を

整備しようとするものでございます。

次のページをおめくりいただきたいと思い

ます。

１７３は飛びまして、１７５ページであり

ます。

消防費でありますが、総額は４億７,０５

６万８,０００円でございます。

消防費の内容につきましては、後ほど副町

長から御説明を申し上げますので、次のペー

ジをめくっていただきたいと思います。

教育費であります。

総額は１０億４,６１９万４,０００円でご

ざいます。

一番下の段、１、教育振興事業の１行飛び

まして、補助金、私立幼稚園就園奨励費補助

金１,９４１万９,０００円ということで大幅

に減額となっておりますのは、子ども・子育

て支援新制度への移行に伴いまして、藤幼稚

園が施設型給付を受けるために本補助金の対

象外となる減額によるものでございます。

次のページをめくっていただきたいと思い

ます。

上から３行目、２、学校教育振興事業の３

行目、臨時職員賃金１,４８５万５,０００円

ということで大幅に伸びておりますが、この

うち４４７万５,０００円は、旭小学校３年

生の少人数学級を推進するための期限つき教

諭１名の増員を、また、うち２２４万７,０

００円は、指導主事の嘱託から臨時職員への

組みかえによる増でございます。

次のページをめくっていただきたいと思い

ます。

上の段の一番下、補助金、食物アレルギー

診断経費補助金７万５,０００円、新規予算

化でございますが、これは、医師が作成する

学校生活管理指導表に係る自己負担額の２分

の１を町が助成することとし、本年、２５名

分を計上いたしているところでございます。

一番下の段、１、小学校管理事業の４行

目、消耗品費１,２４５万４,０００円という

ことで大幅に増額となっておりますのは、平

成２７年に、小学校教科用図書の改訂により

まして、教師用指導書を購入するために増額

となることで、６６９万円が増額となってお

ります。

次、４行飛びまして、修繕料２,６６８万

３,０００円ということでありますが、これ

につきましては、このうち９７６万４,００
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０円につきましては、美幌小学校校舎の暖房

ボイラーの取りかえ修繕を、また、そのうち

９５５万円は、同じく美幌小学校の体育館の

温風暖房器の取りかえ修繕を行おうとするも

のでございます。

次のページをめくっていただきたいと思い

ます。

一番上の行、業務等委託料の２行目、窓ガ

ラス飛散防止業務委託料１９２万円の新規予

算化でありますが、これは、東陽小学校の吹

き抜け玄関ホールの斜面ガラスが地震の際に

飛散するおそれがあるために、飛散防止フィ

ルムを貼る新規委託料での計上でございま

す。

次の行、体育館床塗装業務委託料２６０万

３,０００円の新規予算化でございますが、

これは、東陽小学校体育館床のウレタン塗装

の改修を図ろうとするものでございます。

このページの中ほど、工事請負費、旭小学

校体育館屋根改修工事と旭小学校屋外遊具更

新工事につきましては、いずれも経年劣化に

より改修、更新をしようとするものでござい

ます。

１行飛びまして、庁用備品８０３万５,０

００円につきましては、旭小学校の教職員パ

ソコンの更新、美幌小学校印刷機の更新、児

童机の更新でございます。

次の機械器具１１７万円は、東陽小学校体

育館に障害児対応のためにＡＥＤ（自動体外

式除細動器）の設置を、旭小にロータリー除

雪機を配備しようとするものでございます。

次の教育備品は１００万円ということで増

額となっておりますが、これは、吹奏楽の楽

器の更新で、老朽化により、昨年度の５０万

円から本年度は１００万円に増額をしようと

するものでございます。

次に、３行飛びまして、積立金５０万円で

ありますが、これは、美幌小学校林の売り払

いに伴い、７割分に相当する分を学校施設整

備基金へ積み立てしようとするものでござい

ます。

次のページをおめくりいただきたいと思い

ます。

上から２段目、１、小学校教材整備事業の

３行目、機械器具３１７万７,０００円でご

ざいますが、このうち３０８万円につきまし

ては、各小学校にプロジェクター１台、各学

年に大型テレビ１台、実物投影機１台のＩＣ

Ｔ機器を整備しようとするものでございま

す。

次の段の２、小学校特別支援学級振興事業

の２行目、人夫賃等１,２６６万８,０００円

ということで増額となっておりますのは、対

象児童の増によりまして、介助員７名から１

０名に増員し、対応をしようとするものでご

ざいます。

次のページをめくっていただきたいと思い

ます。

１、中学校管理事業の下のほうになります

が、庁用備品１,５７０万１,０００円という

ことで大きく伸びておりますが、このうち

１,５２５万２,０００円は、中学校２校の教

職員パソコンの更新のほか、北中学校の印刷

機を更新するものでございます。

１行飛びまして、教育備品１００万円とい

うことでこれも伸びておりますが、これは、

小学校と同様、吹奏楽の楽器の更新で、老朽

化により前年度の５０万円から本年度は１０

０万円に増額をしようとするものでございま

す。

次のページをめくっていただきたいと思い

ます。

上から２段目、１、中学校教材整備事業の

２行目、庁用備品１,２１６万４,０００円の

うち１,２１２万５,０００円につきまして

は、北中の教育用パソコンの更新で、平成２

２年に更新したもののさらなる更新でありま

す。

次の段、二つ目の事業、２、中学校特別支

援学級振興事業の２行目、人夫賃等１３１万

２,０００円ということで、こちらは減額と

なっておりますが、これは、対象生徒の減に

より介助員が４名から１名に減となるもので

ございます。
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次のページをめくっていただきたいと思い

ます。

上の段の中ほど、２、社会教育推進事業の

２行目、各種行事等報償、それから、４行飛

びまして、食糧費、その下の印刷製本費につ

きましては、平成２８年から平成３２年の５

カ年を計画期間とする第７次美幌町社会教育

中期計画の策定を行う経費を計上しているも

のでございます。

次の段の二つ目の事業、２、青少年教育事

業ということで、次のページをおめくりいた

だきたいと思います。

上から４行目、補助金、美幌町青年交流会

補助金３万円、新規計上でございますが、こ

れは、青年活動団体Ｂ－ｌｉｖｅが、新年

度、設立５周年目を迎えることから、イベン

トを計画し、事業費３０万円のうち消耗品相

当額３万円を補助しようとするものでござい

ます。

次に、一つ事業を飛びまして、４、芸術文

化振興事業の各種行事等報償、消耗品、食糧

費、手数料、１行飛びまして、著作権等使用

料につきましては、劇団の結成に向けて、演

劇セミナー、あるいは、びほーるでのアート

ギャラリーを実施する経費を計上いたしてい

るところでございます。

次の負担金の２行目、芸術文化鑑賞事業負

担金４３０万円につきましては増額となって

おりますが、まず一つ目は、芸術文化鑑賞事

業といたしまして、新年度は、洋楽コンサー

ト、日本フィルアンサンブルコンサートを計

画し、２３０万円の計上。次、二つ目は、び

ほーる共催鑑賞事業といたしまして、新規

に、平成２６年１２月、東京都にお住まいの

本田忠盛様から御寄附をいただいた１５０万

円を活用させていただき、若者向けコンサー

トを企画し、１５０万円の計上を。三つ目と

いたしまして、文化団体招聘鑑賞事業といた

しまして、学校との連携による子供の鑑賞事

業として５０万円を計上いたしているところ

でございます。

その下、補助金の芸術文化振興事業補助金

２５０万円につきましては、まず１点目、指

導者招聘事業ということで、吹奏楽技術講習

会の補助として４０万円を、鑑賞事業といた

しましては、まず、北海道出身のＴＲＩＰＬ

ＡＮＥライブ、それから、「いにしえの調

べ」、それから、ヴァイオリン、サックス四

重奏、ジャズコンサートで２１０万円を計上

いたしているところでございます。

次の段、１、びほーる等管理運営事業とい

うことで、次のページをおめくりいただきた

いと思います。

一番上の行、舞台設備等操作業務委託料

１,２６３万６,０００円ということで増額と

なっておりますのは、舞台技術者１名を増員

いたし、操作体制の充実強化を図ろうとする

ものによる増額でございます。

中ほど、実施設計等委託料、１行目、町民

会館改築基本設計委託料５２５万２,０００

円につきましては、平成２６年、２７年の２

カ年で実施の平成２７年度分でございまし

て、７月に完了予定でございます。

その下、町民会館改築実施設計委託料５,

１２９万円、新規計上でございますが、基本

設計を踏まえまして実施設計に着手するもの

で、設計費については、今、検討中でありま

すが、面積は最大限で算出をいたしていると

ころでございます。

３行飛びまして、機械器具２００万円の計

上でございますが、増額となっておりますの

は、照明器具、音響器具、舞台設備の器具の

充足を年次的に図ろうとするものによる増額

でございます。

次のページをめくっていただきたいと思い

ます。

１９７ページにつきましては、前年度と大

きく変更はございませんので、省略させてい

ただきます。

次、１９９ページをごらんいただきたいと

思います。

一番上、２、図書館施設維持管理事業の一

番下から３行目、機械器具５０万６,０００

円の増額計上でございますが、これは、図書
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館に小型ロータリー除雪機を導入しようとす

るものでございます。

下の段、１、博物館運営事業ということ

で、１ページめくっていただきたいと思いま

す。

２０１ページの上から４行目、修繕料３３

６万８,０００円ということで増額となって

おりますが、これは、このうち１２２万７,

０００円は、トイレの洋式化改修・修繕の計

上をいたしているところでございます。

このページの中ほど、庁用備品１５０万円

ということで増額となっておりますが、これ

は、平成２６年度にふるさと寄附金で東京都

にお住まいの本田忠盛様から、博物館設備整

備充実のためにと１５０万円の御寄附をいた

だきまして、これを活用し、スタンド式の展

示ケース２台を購入するものでございます。

次の事業、２、博物館活動推進事業７８７

万３,０００円ということで増額となってお

りますが、新年度においては、昆虫をテーマ

とした特別展を企画し、所要の経費を計上い

たしているところでございます。

次のページをお開きいただきたいと思いま

す。

一番下の段、１、スポーツ推進事業という

ことで、次のページをめくっていただきたい

と思います。

上の段の中ほど、補助金の一番下、北海道

社会人卓球選手権大会補助金１０万円の新規

予算計上でありますが、これは、平成２７年

８月に、本町において、第４９回北海道卓球

選手権大会マスターズの部が開催されるため

の補助金を計上いたしたところでございま

す。

下の段、１、屋内体育施設維持管理事業の

一番下、修繕料５３９万２,０００円という

ことで増額となっておりますが、このうち４

７４万２,０００円につきましては、Ｂ＆Ｇ

海洋センター、上屋シートの取りかえ修繕を

計上いたしたところによるものでございま

す。

次のページをめくっていただきたいと思い

ます。

中ほどになりますが、教育備品ということ

で、２０８万３,０００円の予算を計上いた

しております。

まず一つ目は、スポーツセンターにおいて

卓球台５台の更新、それから、フェンス運搬

車１台の新規購入を予定しているもの、もう

一点は、トレーニングセンターですが、レッ

グカールの１台、ローイングの１台を更新し

ようとするものでございます。

次の事業、２、屋外体育施設維持管理事業

ということで、下から８行目、修繕料１,６

２６万６,０００円ということで増額となっ

ておりますが、このうち４９２万３,０００

円は、柏ケ丘運動公園、クロスカントリー

コースの手すり敷設がえ、さらに、照明等の

増設の実施をしようとするもの、また、７２

９万円は、リリー山スキー場のリフト減速機

のほか、設備修繕を実施しようとするものに

よる増となっているものでございます。

次のページをおめくりいただきたいと思い

ます。

上の段の中ほど、実施設計等委託料、河畔

公園パークゴルフ場実施設計委託料１,３５

０万円の新規計上でございますが、平成２６

年度実施の基本計画に基づきまして実施設計

に早期に着手しようとするものでございま

す。

３行飛びまして、機械器具３０７万６,０

００円でございますが、芝生管理用機械の整

備で、１点目には陸上競技場、野球場にソロ

カッター１台を新規に、もう一点目は、あさ

ひ多目的広場用にスーパーモア１台を新規

に、また、ハイバキューム１台を更新するも

のでございます。

次の段、１、学校給食運営事業の４行目、

臨時職員賃金３,７８７万１,０００円という

ことで増額となっておりますのは、このうち

１９８万円につきましては、新規にアレル

ギー除去食を作成するため、専門調理員２名

を配置しようとするものによる増でございま

す。
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次のページをめくっていただきたいと思い

ます。

上から４行目、２、学校給食センター維持

管理事業の一番上、消耗品費４６３万８,０

００円ということで、これも増額となってお

りますのは、このうち２９３万８,０００円

につきましては、トレイ２,０００枚の更新

を行おうとするものでございます。

１行飛びまして、修繕料６５８万２,００

０円ということでありますが、このうち４３

６万４,０００円につきましては、オートラ

イマーの修繕でございます。

下のほうに参りまして、機械等借上料２,

０９９万６,０００円ということで増額と

なっておりますが、このうち１０１万１,０

００円は、真空式温水器を７年リースで借り

上げ、更新をしようとするものでございま

す。

１行飛びまして、庁用備品７３１万５,０

００円の計上でございますが、内訳といたし

まして、ステンレスコンテナ８台を、保温食

缶２０個を、包丁、まな板殺菌庫１台を、コ

ピー機１台を、角型二重米飯缶７０個を更新

しようとするものでございます。

その下、機械器具１１８万８,０００円で

ございますが、これは、ロータリー除雪機１

台を購入しようとするものでございます。

次のページをおめくりいただきたいと思い

ます。

公債費でありますが、総額は１２億１,０

４７万６,０００円でございます。

町債元金償還金、償還金利子及び割引料１

０億７,９０６万８,０００円でございます

が、公債費の残高につきましては、平成２６

年度末で９４億７,１４５万４,０００円で、

新年度の償還額は１０億７,９０６万８,００

０円で、借入額は６億７,４００万円でござ

いますので、平成２７年度末の残高は９０億

６,６３８万６,０００円となる見込みでござ

います。

次の町債の利子償還につきましては１億

３,０２６万３,０００円を、一時借入金利子

につきましては１００万円を計上いたしてお

ります。

その下、登録債支払事務、手数料１４万

５,０００円につきましては、市町村共済組

合が引き受け先となりました平成１６年度借

り入れの保健福祉総合センター建設分の登録

債への事務手数料の計上であります。

次のページをおめくりいただきたいと思い

ます。

職員給与費でありますが、総額は１３億

６,３７９万円でございます。

職員給与費につきましては、まず、特別職

給の１,８８９万２,０００円につきまして

は、町長、副町長２名分の給与でございま

す。その下の一般職給につきましては、教育

長を含む１６９名分の給与でございます。

次のページをおめくりいただきたいと思い

ます。

予備費でございます。

前年度と同額の１００万円を計上いたして

いるところでございます。

それでは次に、歳入について御説明を申し

上げますので、２０ページ、２１ページをお

開きいただきたいと思います。

歳入でございます。

まず、町税でありますが、前年度より２,

４８４万７,０００円減の２１億７,７２４万

円、率にして１.１％の減で計上しておりま

す。

個人町民税ですが、昨年は総じて出来秋が

好調でありましたので、農業所得の伸びを期

待する一方で、長引く景気低迷から給与所得

や営業所得が減少傾向にあるため、全体では

１％の増額を見込んでいるところでございま

す。

法人町民税につきましては、法人税率の引

き下げに伴いまして、法人税割の税率が１

４.７％から１２.１％へ改定されるため、

１,４８３万５,０００円の減額を見込んでお

ります。

次、固定資産税でありますが、土地は地価

下落に伴う一部路線化の引き下げを、また、
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家屋につきましては３年に１度の評価がえに

よる課税標準額の引き下げを、また、償却資

産につきましては企業の設備投資による増を

それぞれ見込んだ結果、総額で１,５４９万

２,０００円の減収となる見通しをしたとこ

ろでございます。

次に、町たばこ税につきましては、近年の

健康志向を背景に売り上げ本数が減少してい

ることから、２.６％、４９８万６,０００円

の減額を見込んだところでございます。

都市計画税につきましては、固定資産税と

同様の理由で土地及び家屋の減少を見込んだ

ところでございます。

次のページをめくっていただきたいと思い

ます。

地方譲与税であります。

地方揮発油譲与税は、地方揮発油税の４２

％について市町村の道路延長及び面積に基づ

き譲与されるもので、地方財政計画の見通し

及び町の決算見込みを勘案の上、見込んでお

ります。

自動車重量譲与税は、自動車重量税の３分

の１が市町村の道路延長及び面積に基づき譲

与されるものですが、平成２２年度からは、

暫定措置として、その割合が３分の１から

１,０００分の４０７に引き上げとなってお

ります。算定に当たっては、地方財政計画の

見通し及び町の決算見込みを勘案の上、３.

４％、３３４万７,０００円の減額を見込ん

でおります。

航空機燃料譲与税は、航空機燃料税の９分

の２が航空機の騒音で生じる障害の防止対策

等に充てるために関係自治体に譲与されるも

ので、町の決算見込みから２,０００円の減

で見込んでおります。

地方道路譲与税につきましては、平成２１

年度の道路特例財源の一般財源化に伴う科目

設定となります。改正前に課税された道路特

定財源分の収入があった場合、その使途は道

路事業に限定されるための措置でございま

す。

次のページをおめくりいただきたいと思い

ます。

利子割交付金でありますが、道民税の利子

割額の９９％の５分の３相当額を市町村の個

人道民税額で案分して交付されるもので、地

方財政計画の見通し及び町の決算見込みによ

り勘案の上、見込んでおります。

次のページをおめくりいただきたいと思い

ます。

配当割交付金でありますが、これは、個人

に係る一定の上場株式配当に対し、特別徴収

された税額の９９％の５分の３相当額が交付

されるものであります。

企業の業績が回復基調にあることから、地

方財政計画の見通し及び町の決算見込みを勘

案の上、３７６万円、率にして７３.７％の

増を見込んだところでございます。

次のページをおめくりください。

株式等譲渡所得割交付金は、個人の所得税

において源泉徴収を選択した特定口座におけ

る株式等譲渡所得に対して特別徴収された税

額の９９％の５分の３相当額が交付されるも

のであります。地方財政計画の見通し及び町

の決算見込みを勘案して、１,１２８万５,０

００円の大幅増を見込んだところでございま

す。

次のページをおめくりください。

地方消費税交付金につきましては、消費税

率の引き上げに伴う生産基準の見直しによ

り、８,６６１万７,０００円、率にして３３

％増の３億４,９２１万７,０００円を見込ん

だところでございます。

地方消費税は、その税負担を最終消費者に

求める多段階から成る消費課税で、流通段階

においては、最終的な消費地を把握できない

ために、都道府県間において消費に関連した

基準を用いて清算をすることとなっておりま

す。

その清算後の金額の２分の１に相当する額

を市町村の人口及び事業者数で案分して交付

されるものでありますが、昨年４月から消費

税並びに地方消費税の税率が合わせて８％と

なり、地方消費税の税率につきましても、従
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来の１％から１.７％に引き上げとなってお

ります。

なお、引き上げ分の地方消費税交付金につ

きましては、その全額を社会保障経費に充て

ることとなっているところであります。

次のページをおめくりいただきたいと思い

ます。

自動車取得税交付金でありますが、自動車

取得税額の９５％の１０分の７相当額が市町

村の道路延長及び面積に応じて案分され、交

付されるものであります。地方財政計画の見

通し及び町の決算見込みを勘案して４６４万

５,０００円の増額計上となりましたけれど

も、平成２９年４月に予定される消費税率の

１０％引き上げ時には、自動車取得税が廃止

される見通しとなっております。

次のページをおめくりいただきたいと思い

ます。

国有提供施設等所在市町村助成交付金につ

きましては、自衛隊が使用する飛行場や演習

場、弾薬庫や燃料庫に要する土地及び建物、

工作物の固定資産に対して、市町村の財政状

況等を考慮して交付されるもので、いわゆる

基地交付金と呼ばれるものであります。町の

決算見込みを勘案し、３８万２,０００円を

計上いたしているところでございます。

次のページをめくってください。

地方特例交付金は、平成１８年度の税制改

正に係る住宅借入金等特別税額控除の適用者

について、所得税で控除し切れない控除額を

住民税から控除することになったため、住民

税の減収分を補塡するために交付されるもの

であります。

地方財政計画の見通し及び町の決算見込み

により、見込んでいるところでございます。

次のページをおめくりください。

地方交付税でありますが、前年度当初予算

と同額の３８億４,０００万円を計上いたし

たところでございます。平成２７年度の地方

交付税の総額は、原資となる国税収入の法定

率引き上げ、別枠加算の所要額確保、地方創

生に係るまち・ひと・しごと創生事業費の創

設などにより、出口ベースで対前年マイナス

０.８％の１６兆７,５４８億円と、前年度と

同水準の額が確保されたところでございま

す。

このことを踏まえまして、本町に係る地方

交付税を推計いたしたところ、まず、基準財

政需要額においては、特別枠である地域経

済・雇用対策費の減を、新たに創設される人

口減少等特別対策事業費の増を、臨時財政対

策債振りかえ相当額の減を、交付税措置され

る公債費の減などを見込んだところでござい

ます。

また、基準財政収入額におきましては、地

方消費税率引き上げによる増収分を１００％

算入することによる地方消費税交付金の増な

ど、さらには、不採算地区病院に係る特別交

付税の増額、恒久的措置が明らかになったこ

とを加味した結果、前年度と同額の３８億

４,０００万円を見込んだところでございま

す。

次のページをおめくりいただきたいと思い

ます。

交通安全対策特別交付金でありますが、こ

れは、交通違反反則金から事務費を除いた額

について、交通事故の発生件数や人口集中地

区の人口などに基づいて交付されるもので、

前年度と同額を見込んだところでございま

す。

次のページをごらんください。

分担金及び負担金につきましては、総額１

億３９０万７,０００円、前年度から２,６０

８万３,０００円の増額を見込んでおりま

す。

農林水産業費分担金は、新たに稲都・福梅

地区農地整備事業に着手すること、農業経営

高度化促進事業の拡充に伴い、３,６６４万

７,０００円、率にして９０.９％の大幅増

に。民生費負担金は、保育園利用者の負担軽

減を図るため、国基準の７割程度の水準へ引

き下げるとともに、多子世帯の対象を小学校

就学前から小学校３年生まで拡大することに

より、保育料負担金が８３６万５,０００円
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と前年度に比べて１,２５５万２,０００円の

大幅減となるものであります。

次のページをおめくりいただきたいと思い

ます。

使用料及び手数料につきまして、総額２億

８,３２３万７,０００円、前年度から４２７

万８,０００円の増でございます。

使用料の主な増減理由といたしましては、

農業使用料について、前年度までは牧場使用

料を見込んでおりましたが、昨年春の栄森地

区草地崩落に伴い、栄森牧場の休止が続いて

ることから、新年度においては予算計上は

行っておりません。

道路橋梁使用料について、道路法施行令の

改正に伴い、平成２７年４月から道路占用料

の単価が改正することから、１７９万円の減

額を見込んでおります。

住宅使用料につきましては、新年度は三橋

南団地の駐車場を整備することから、その分

の増額を見込んでいるところでございます。

次のページをおめくりいただきたいと思い

ます。

手数料につきましては、前年度と大きく変

わりはございません。

次のページをめくっていただきたいと思い

ます。

国庫支出金でございますけれども、国の制

度や事業の実施に伴います各種負担金及び補

助金、交付金、委託金でありまして、総額６

億４,０７４万４,０００円を計上いたしてお

ります。

主な増減理由といたしましては、民生費国

庫負担金の児童福祉費負担金について、新た

に法人立施設等運営費負担金３,２３０万７,

０００円を計上しております。これは、子ど

も・子育て支援新制度への移行に伴いまし

て、藤幼稚園が施設型給付を受ける認定こど

も園に移行するため、運営に係る国庫負担金

２分の１が措置されるものであります。

総務費国庫補助金の総務管理費補助金につ

いて、社会保障・税番号制度システム整備費

補助金を計上しておりますが、これは、いわ

ゆるマイナンバー制度の導入に要する経費に

対して交付される補助金であります。

住民基本台帳や税、福祉に係る補助金とし

て総額１,２５６万９,０００円を計上いたし

ております。

教育費国庫補助金の教育総務費補助金につ

いては、幼稚園就園奨励費補助金４５３万

１,０００円と、前年度の７７０万３,０００

円から大幅減となります。先ほど説明のとお

り、藤幼稚園が施設型給付を受ける認定こど

も園へ移行することにより、就園奨励費補助

金の支給対象から除かれることによる減であ

ります。

次のページをおめくりいただきたいと思い

ます。

商工費国庫補助金につきましては、廃目と

なってございます。これは、太陽光発電シス

テム設置モニター事業に対しまして、これま

で社会資本整備総合交付金５０％が交付され

ておりましたが、平成２７年度から補助対象

外となることによるものでございます。

次のページをおめくりいただきたいと思い

ます。

道支出金でございますが、国庫支出金と同

様に、各種制度や事業の実施に伴います負担

金、補助金、交付金並びに委託金でありまし

て、総額は６億４,１１２万１,０００円でご

ざいます。主な増減理由といたしましては、

民生費道補助金の児童福祉費負担金につい

て、新たに法人立施設等運営費負担金として

１,６１５万３,０００円を計上いたしており

ます。国庫支出金で御説明したとおり、藤幼

稚園が施設型給付へ移行するに当たり、運営

に係る道支出金４分の１が措置されるもので

ございます。

土木費道負担金につきましては、駒生川関

連改修工事負担金が２７年度は生じないこと

による廃目でございます。

次のページをおめくりいただきたいと思い

ます。

農林水産業費道補助金の農業費補助金につ

きましては、多面的機能支払事業補助金とし
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て２,１２９万５,０００円を計上しておりま

す。制度改正に伴いまして、道の補助金が町

を通じて支払われること、事業実施地区が従

来の３地区から６地区にふえたことによる大

幅増でございます。

また、農業経営高度化促進事業補助金は、

制度変更に伴い、道営土地改良事業に係る農

家負担軽減対策として新たに活用できる補助

金が交付されるものであります。

林業費補助金につきましては、林業館改修

事業に係る地域づくり総合交付金として１,

５１８万３,０００円を見込んでいるもので

ございます。

教育費道補助金につきましては、平成２７

年度の道営土地改良事業において、地域づく

り総合交付金の対象となる埋蔵文化財発掘調

査を予定していないことによる廃目でござい

ます。

総務費委託金の総務管理費委託金につきま

しては、平成２７年度に道の受託事業として

人権啓発活動地方活性化事業に取り組むもの

で、委託金１００万円が交付されるものであ

ります。

統計調査費委託金につきまして、平成２７

年１０月を調査基準日として５年に１度の国

勢調査が実施されることに伴い、委託金１,

０７８万２,０００円が交付されるものでご

ざいます。

次のページをおめくりいただきたいと思い

ます。

このページにつきましては、前年度と大き

く変わりはありませんので、省略をさせてい

ただきます。

次をおめくりいただきたいと思います。

財産収入でございますが、財産運用収入と

いたしまして、土地や建物等の貸し付け収入

１,９３６万７,０００円、利子及び配当金６

６８万３,０００円など、財産売払収入とい

たしまして、土地及び立木の不動産売払収入

といたしまして５１１万２,０００円、生産

品売払収入として７５０万円などを合わせ

て、財産収入は３,８６７万円を計上いたし

たところでございます。

次のページをおめくりいただきたいと思い

ます。

寄附金でございますが、前年度の５万円に

対しまして、予算額１,００６万円と大幅な

増となっておりますが、これは、ふるさと寄

附金として１,０００万円を当初予算に計上

したことによるものでございます。平成２７

年度からＪＴＢのふるさとチョイスを導入

し、ポイント制度の活用、クレジット決済を

可能な制度へと充実させることで、ふるさと

寄附金の増額を見込んでいるところでござい

ます。歳出でも先ほど御説明をいたしました

が、寄附をいただいた方々に特産品を発送す

るための経費といたしまして８００万円余り

の予算措置をしておりますので、決算見込み

を勘案の上、当初予算に１,０００万円を計

上することといたしたところであります。

社会教育費寄附金５万５,０００円につき

ましては、びほーるに設置しております自動

販売機の売り上げの一部について、芸術文化

振興のために御寄附をいただくとの協定に基

づく寄附金を見込んでいるものであります。

次のページをおめくりいただきたいと思い

ます。

繰入金でございますが、各事務事業への財

源の一部に充てるため、それぞれの基金から

繰り入れを行うものでありまして、総額２億

５,３５１万７,０００円を計上いたしており

ます。

なお、公共施設整備基金につきましては、

平成２４年１１月に策定した第２次美幌町財

政運営計画に基づく繰り入れなどを、減債基

金につきましては、平成２５年度に行いまし

た職員の給与削減等の相当額を緊急防災・減

災事業債の償還費用に充てるために繰り入れ

を、それぞれ行うものであります。

なお、各基金の年度末残高につきまして

は、２７０ページの各基金等残高調べをごら

んいただきたいと思いますので、よろしくお

願いいたします。

次のページをおめくりいただきたいと思い
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ます。

繰越金でございますが、平成２６年度の繰

越金として１,０００万円を計上いたしたと

ころでございます。

次をおめくりいただきたいと思います。

諸収入でございますが、ただいま御説明を

申し上げてまいりました各費目に該当しない

収入につきまして、諸収入として計上するも

のでありまして、総額５億１,０１７万９,０

００円を見込んでおります。

中ほどになりますが、中小企業融資貸付金

償還金３億１,０００万円を計上しておりま

すが、これは、原資の４倍として、貸し付け

限度額は、運転資金２,０００万円、設備資

金３,０００万円で、預託金を上回る貸し付

け実績を踏まえて２,５００万円の増資を行

おうとするものによる計上でございます。

次のページをおめくりいただきたいと思い

ます。

雑入の下から４行目、移転等補償費３２１

万９,０００円につきましては、道道北見端

野美幌線の横断管渠布設がえ補償工事の最終

年次分でございます。

次のページをおめくりいただきたいと思い

ます。

中ほどの震災復旧事業職員派遣負担金６０

０万円でございますが、これは、被災地へ派

遣しております職員の人件費相当額を岩手県

大槌町が負担するもので、２年目となるもの

でございます。

１行飛びまして、いきいきふるさと推進事

業助成金１００万円の計上でありますが、こ

れは、美幌夏まつり開催事業費の分として２

００万円の２分の１が交付されるものでござ

います。

また１行飛びまして、美幌峠牧場負担金３

３５万３,０００円につきましては、開牧期

間中の経費として有限会社ワタミファームの

負担分でございます。

次のページをおめくりいただきたいと思い

ます。

町債でございますが、総額は６億７,４０

０万円の計上でありますが、内容につきまし

ては、「第３表 地方債」で御説明を申し上

げましたので、省略をさせていただきます。

以上、平成２７年度の一般会計予算につき

まして御説明を申し上げましたので、どうぞ

よろしくお願いいたします。

○議長（古舘繁夫君） 暫時休憩をいたしま

す。

再開を、午後２時４０分といたします。

午後 ２時２７分 休憩

────────────────

午後 ２時３９分 再開

○議長（古舘繁夫君） 休憩前に引き続き、

会議を開きます。

引き続き、提案者からの説明を求めます。

副町長。

○副町長（染谷 良君） それでは、私か

ら、主要事業等について御説明をさせていた

だきます。

初めに、各会計予算のつづりの参考資料の

ほうをお開きいただきたいと思います。

参考資料６１ページでございます。

４、道営土地改良事業の計画概要でござい

ます。

まず、一つ目の経営体育成基盤整備事業に

ついてでありますが、区域は美禽の一部で、

平成２３年度から２７年度までの継続事業

で、本年が最終となっております。事業内容

については、ＪＡが行う畑など面の整備、２

７年度については暗渠排水と客土の事業を行

うものであります。事業費については５,２

２９万円でありますが、これに前年度繰り越

し分５８０万円を加えると、合計５,８０９

万円の事業費となっております。

次に、二つ目の畑地帯土地改良事業でござ

います。

まず、美幌田中地区ですが、この区域は、

報徳、田中、日並、瑞治でございます。２３

年度から２８年度までの継続事業で、事業内

容は、ＪＡが行います畑等面の整備でありま

す。今年度は、区画整理、暗渠排水、客土の

事業を行うもので、２７年度事業費３億６,
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５００万円でございますが、これも前年度繰

り越し分４８０万円を加えて、実質３億６,

９８０万円の事業費となります。

次、美幌豊栄地区であります。区域が、野

崎、美富、豊幌、登栄と駒生の一部でござい

ます。２４年度から３２年度までの継続事業

で、事業内容は上と同じく面整備、事業費に

ついては１億９,０００万円でございます。

その次、美幌昭美地区ですが、区域は、昭

野、美和と栄森の一部であります。２４年度

から３１年度までの継続事業で、事業内容

は、これも上と同じく面の整備で、事業費に

ついては１億５,２００万円になっておりま

す。

その次、稲都福梅地区であります。区域

は、稲美、都橋、福住、豊富、古梅で、これ

は本年度から事業着手となります。期間につ

いては３２年度までを予定しておりまして、

事業内容は、町が行います農道整備とＪＡが

行う面整備であります。今年度は、面の整備

ということで、区画整理、暗渠排水を行うも

のでありまして、事業費は１億４,０００万

円となっております。

一番最後であります端野下右岸第２地区で

ありますが、これは、北見市端野町緋牛内か

ら本町の高野、豊岡にかけて隣接所有してい

る農地について、北見市が一体で実施するも

のでありまして、本年度からの事業着手と

なっております。事業期間でありますが、３

２年度までを予定しているところでありまし

て、今年度は、区画整理、暗渠排水、客土の

面整備事業であります。２７年度事業費は、

美幌町分１,２３７万５,０００円となってお

ります。

土地が本町にありますことから、手続上、

町の予算を計上しておりますが、受益者も全

員北見市民であるということで、全額、北見

市が負担をするというトンネル予算でありま

す。

畑地帯土地改良区事業費合計であります

が、この表の一番下に記載してありますとお

り、８億５,９３７万５,０００円で、１番の

経営体育成を加えた合計額については９億

１,０６６万５,０００円、これに前年度繰り

越し分１,０６０万円を加えると、今年度の

事業費総額については９億２,２２６万５,０

００円となっております。

なお、これらの財源内訳でありますが、１

の経営体育成のほうでは、国が５５％、道が

３２.５％、そして、地元負担が１２.５％と

いうことで、地元負担の内訳でありますが、

農家負担が７.５％、残りを道のパワーアッ

プ補助と町とで２.５％ずつを負担するもの

であります。

２の畑地帯事業の割合でありますけれど

も、国が５２％、道が２８％、地元負担２０

％ということで、地元負担の内訳につきまし

ては、農家負担が７.５％、残りを道のパ

ワーアップ補助、そして、町とで６.２５％

ずつを負担いたすものでございます。

また、最終的な町の負担総額でありますけ

れども、今年度は、国の農業経営高度化促進

事業、通年施工の分でありますが、これを実

施することで、道及び町の負担が一部軽減さ

れることになります。

１番と２番を合わせた総額で９億２,２２

６万円のうち約３.８％の３,５４３万６,０

００円が町負担になる予定でございます。

このページは以上であります。

次に、８０ページのほうをお開きいただき

たいと思います。

９、広域事務組合、美幌・津別広域事務組

合負担金の内訳でございます。

まず、津別町との負担割合でございます

が、総務の議会費、監査委員費、予備費、こ

れが５０％ずつ、それから、総務の一般管理

費と衛生部門の火葬場の経常費が、美幌が７

９.２６％、津別が２０.７４％ということ

で、これも昨年と同じ負担割合ということで

あります。

次に、消防の部門でありますが、通信指令

施設管理費とデジタル無線施設整備事業に係

る公債費、これは昨年同様に５０％ずつ、そ

れから、消防本部費及び通信指令業務運営費
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は、美幌が７２.３１％、津別が２７.６９％

ということで、昨年に比べて美幌の負担割合

が０.２６％増となっているところでありま

す。

また、美幌消防費、車両等整備に係る公債

費につきましては、美幌町１００％の負担で

あります。

それから、新年度、広域組合の予算総額で

ありますが、一番下の左側の欄、５億４,６

６７万４,０００円ということで、予算合計

のうち美幌の負担につきましては、一番右下

の欄、４億８,３０４万９,０００円というこ

とで、対前年比２％の増となっております。

次に、組合の主な事業でありますけれど

も、昨年に引き続きまして、防火意識の向

上、そして、自主防災組織の育成、訓練に力

を入れるとともに、今年度は１０月２８日に

予定しておりますが、岩手県北上市で開催さ

れます緊急消防援助隊北海道東北ブロック訓

練への救急隊の派遣、あるいは、災害現場で

の安全管理を図るための消防団員安全装備品

の配備など、災害に強いまちづくりに努め、

住民の安全・安心に万全を期してまいるとこ

ろであります。

また、火葬場の運営でありますが、今年度

も、利用者のサービス向上等、より効率的な

管理運営になお一層取り組んでまいりたいと

考えております。

予算参考資料は以上でございます。

次に、予算の工事関係の参考資料、別とじ

になっていると思いますが、工事関係資料に

ついて御説明をいたしたいと思います。

図面関係の資料でございます。

町道関連の工事概要でございます。

まず、１ページをお開きいただきたいと思

います。

道路橋梁補修事業でございます。図面の右

上、①第１９号道路でございます。

この道路は、平成２５年度から実施してい

るもので、引き続き、報徳、森下宅から大空

町方面に向かう車道幅員７メートル、延長３

０１メートルの舗装、改修を行うものであり

ます。

次に、図面の左中ほどのところ、②第２４

号道路でございます。この路線も、第１９号

道路と同じく、平成２５年度から実施してお

りまして、今年度は豊岡の豊岡橋から三国宅

までの車道幅員７メートル、延長５８０メー

トルの舗装、補修を予定しております。

その次、図面の中ほど、③第７７０号道

路、大正橋の橋梁補修工事でございます。

これは、昨年度から実施しておりまして、

今年度は、伸縮装置の交換と車道幅員６メー

トル、延長２９.９メートルの橋面防水及び

橋面舗装を予定しているところでございま

す。

この三つの路線は、いずれも国庫補助金と

して社会資本整備総合交付金、補助率が１０

分の６、補助残に過疎債の活用を予定してい

るところであります。起債充当率１００％

で、このうち後年度元利償還金の７０％が交

付税措置されるものであります。

続きまして、２ページをお開きいただきた

いと思います。

道路整備事業ということで、まず、図面の

左側のほうです。①第６６８号道路でござい

ます。鳥里２丁目、共和木工から公園通りに

至る路線で、第６４２号道路の重複路線を挟

んで、上の段が共和木工南側、これが車道幅

員４メートル、延長７８メートル、そして、

下の段、鳥里道営住宅の東側から公園通りま

でが、車道幅員６メートル、延長８２メート

ルの２カ所の改良舗装を行うものでありま

す。

その次が、図面の中ほどであります。②第

１１３号道路であります。仲町１丁目、２丁

目、大野たばこ店からお食事処おぎのまでの

車道幅員５メートル、歩道幅員１.５メート

ル、延長２１０メートルの改良舗装でござい

ます。

その下、同じく図面の中ほど、③第２０３

号道路でございます。仲町１丁目、歌屋から

中島食品までの車道幅員５メートル、延長１

５９メートルの改良舗装でございます。
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最後は、その右側になります。④第２号道

路、栄通りの歩道両側、東町１丁目、美幌新

聞社から三橋南、熊谷宅まで歩道幅員３メー

トル、延長１４１メートルの改良舗装でござ

います。

この四つの路線は、いずれも過疎債の活用

を予定しておりまして、起債充当率及び後年

度元利償還金の交付税措置は１ページと同じ

内容でございます。

以上、御説明申し上げましたので、よろし

くお願いいたします。

○議長（古舘繁夫君） 民生部長。

○民生部長（藤原豪二君） それでは、議案

は２９６ページでございます。

議案第３６号平成２７年度美幌町国民健康

保険特別会計予算について御説明を申し上げ

ます。

予算書につきましては、２８５ページをお

開きいただきたいと思います。

平成２７年度美幌町の国民健康保険特別会

計の予算は、次に定めるところによる。

歳入歳出予算。第１条、歳入歳出予算の総

額は、歳入歳出それぞれ３２億２,７８０万

７,０００円と定める。

第２項につきましては、事項別明細書で御

説明いたします。

３１４ページをお開きいただきたいと思い

ます。

３、歳出について御説明いたします。

１款、総務費、１項、総務管理費、１目、

一般管理費、８,０７３万８,０００円の主な

ものといたしましては、９名分の職員人件

費、それから、レセプト点検等の臨時職員２

名の賃金と事務費でございます。

２目、連合会負担金は、前年同額の１５０

万２,０００円でございます。

一番下、２項、徴税費、次の３１６ページ

でございますが、１目、賦課徴収費１８８万

９,０００円につきましては、国民健康保険

税の賦課徴収に係る経費でございます。

３項１目、運営協議会費につきましては、

国民健康保険運営協議会の非常勤職員報酬１

２万９,０００円でございます。

４項１目、趣旨普及費につきましては、消

耗品費３９万１,０００円につきましては、

ジェネリック医薬品使用啓発パンフレット、

あるいは、国保制度の改正パンフレットでご

ざいます。

業務等委託料５万８,０００円につきまし

ては、ジェネリック医薬品利用差額通知書作

製委託料でございます。

次の３１８ページでございます。

２款、保険給付費、１項、療養諸費、１

目、一般被保険者療養給付費１５億６,５６

２万５,０００円につきましては、過年度の

受診件数、療養給付費の実績を推計いたしま

して、前年度比で２,７３５万６,０００円の

減額となっております。

その下、退職被保険者等療養給付費１億

２,６２７万９,０００円につきましては、６

０歳以上６５歳未満の厚生年金などの老齢年

金受給者の給付費でございます。過年度分の

受給件数、療養給付費、実績を推計いたしま

して、これにつきましても前年比１,９３７

万４,０００円の減額となっております。

２項、高額療養費、一番下、１目、一般被

保険者高額療養費１億９,４９２万４,０００

円でございますけれども、高額な治療に係る

給付費の減を見込みまして、前年度より７５

３万８,０００円の減額となっております。

次に、３２０ページでございます。

２目、退職被保険者等高額療養費２,２７

４万１,０００円につきましては、退職被保

険者の一部負担金が一定額を超える場合の給

付費でございます。過年度の実績を勘案いた

しまして、対前年比４４４万５,０００円の

減額を見込んでおります。

下から３行目、４項、出産育児諸費、出産

育児一時金１,６８０万９,０００円につきま

しては、昨年と同額でございます。４０人分

でございます。

次に、３２４ページ、３２５ページをお開

きいただきたいと思います。

一番上の３款、後期高齢者支援金等３億７
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０３万３,０００円につきましては、国が算

定したゼロ歳から７４歳までの現役世代が後

期高齢者医療制度の負担をする支援金でござ

います。それから、事務費拠出金もございま

す。

それから次に、３２６ページ、３２７ペー

ジをお開きいただきたいと思います。

４款１項１目、前期高齢者納付金等１３万

３,０００円、その下、前期高齢者関係事務

費拠出金２万２,０００円につきましては、

６５歳から７４歳までの前期高齢者につい

て、各保険者の医療費の財源調整制度に係る

納付金と事務費拠出金でございます。

３３０ページ、３３１ページをお開きいた

だきたいと思います。

６款、介護納付金１億２,４７６万１,００

０円につきましては、４０歳から６４歳まで

の介護保険第２号被保険者に係る分を社会保

険診療報酬支払基金に支払いするものでござ

います。

次に、３３２ページ、３３３ページでござ

います。

一番上の７款１項、共同事業拠出金、１

目、高額医療費拠出金５,６２３万９,０００

円は、高額な医療費の発生に伴う市町村保険

者の急激な負担増となることから、この分散

を図るため、保険者の財政運営の安定化を図

るため、国保連合会が行う事業でございまし

て、レセプト１件当たり、８０万円を超える

医療費のうち、超えた部分の１００分の５９

相当額が国保連合会から交付されるという制

度でございます。

なお、拠出金のうち、国が４分の１、道が

４分の１、町は２分の１負担することになっ

ております。

その下、２目、保険財政共同安定化事業拠

出金６億６,５７０万７,０００円につきまし

ては、保険者間の保険料の平準化、財政運営

の安定化を図るため、これも国保連合会が行

う事業でございます。

これは、前年までは、レセプト１件当たり

３０万円を超えて８０万円の部分という交付

でございましたけれども、新年度からは、制

度が変わりまして、１円以上８０万円、全て

の医療費が対象になるということに変更にな

ります。その結果、昨年の２倍の予算という

ことになっております。これも、１００分の

５９相当額が国保連合会から交付されるとい

うことでございます。

次に、３３４ページ、３３５ページをお開

きいただきたいと思います。

一番上の８款、保健事業費、１目、保健衛

生普及費、健康づくり推進事業費２,２４５

万１,０００円につきましては、健康相談、

健康教育啓蒙活動、がん検診、脳ドック、個

別予防接種負担等の事業推進に要する事業費

並びに事務費となっております。

なお、がん検診の負担金６２４万２,００

０円、それから、脳ドック負担金２５７万

９,０００円、個別予防接種負担金２００万

３,０００円、エキノコックス症、それか

ら、肝炎ウイルス、これにつきましては、健

診等の受診率向上の取り組みを推進すること

のため、早期発見による医療費削減効果があ

ることを踏まえまして、健康づくりのため、

運動指導員の負担金、これも４４５万３,０

００円をあわせまして、これにつきまして

は、国保加入者分に係る費用を国保会計で負

担するというものでございます。

一番下の２項、特定健康診査等事業費１,

１７８万６,０００円につきましては、医療

費増大の要因の一つでありますメタボリック

シンドロームの予防として、生活習慣病の重

症化を防ぐ、こういう目的のため、平成２０

年度から実施しております４０歳から７４歳

までが対象でございます。２７年度において

も、さらなる受診率の向上を図りたいという

予算でございます。

歳出は以上でございます。

次に、歳入でございます。

２９４ページ、２９５ページをお開きいた

だきたいと思います。

１款、国民健康保険税、総額６億１,７２

０万６,０００円につきましては、前年対比
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で１,３８４万６,０００円の減額でありま

す。

これにつきましては、農業所得部分は増額

しておりますが、給与所得分が減少、低所得

者に対する保険税の軽減の対象世帯拡大を見

込みまして減少、保険者数の減少によるもの

で減額という形になっております。

次に、２９６ページ、２９７ページをお開

きいただきたいと思います。

２款、国庫支出金、１項、国庫負担金、１

目、療養給付費等負担金、現年度分、５億

１,６２７万３,０００円につきましては、療

養給付費、介護納付金、後期高齢者支援金等

の３２％が国から負担されるものでございま

す。

その下、２目、高額医療費共同事業負担金

１,４０５万９,０００円につきましては、国

の負担分４分の１でございます。

その下、３目、特定健康診査等負担金１５

１万３,０００円につきましては、補助率３

分の１でございます。

一番下の２項、国庫補助金、１目、財政調

整交付金１億２,０３３万９,０００円につき

ましては、市町村の財政力の不均衡を是正す

るため交付されるもので、調整交付金の交付

額の９％のうち７％が普通調整交付金、２％

が特別調整交付金として措置されるものでご

ざいます。

次に、２９８ページ、２９９ページをお開

きいただきたいと思います。

３款、療養給付費等交付金１億３,０６８

万８,０００円につきましては、退職者医療

に係る費用のうち、退職者分の保険税以外で

賄うことができない費用について、社会保険

診療報酬支払基金から交付されるものでござ

います。

３００ページ、３０１ページでございま

す。

前期高齢者交付金５億１,５０８万円につ

きましては、６５歳から７４歳までの加入者

の医療負担の保険者格差を調整するため、社

会保険診療報酬支払基金から交付されるもの

でございます。

次に、３０２ページ、５款、道支出金、１

項、道負担金、１目、高額医療費共同事業負

担金１,４０５万９,０００円は、高額療養費

の４分の１を北海道が負担するものでござい

ます。

２目、特定健康診査等負担金１５１万３,

０００円につきましては、これも３分の１の

道負担金でございます。

２項、道補助金、１目、財政調整交付金１

億３１９万６,０００円につきましては、９

％のうち６％が普通調整交付金として、３％

が特別調整交付金として道から交付されるも

のでございます。

次に、３０４ページ、３０５ページをお開

きいただきたいと思います。

一番下、保険財政共同安定化事業交付金６

億６,５７０万７,０００円につきましては、

歳出で御説明いたしましたが、この事業に係

る交付金で３０万円以上の医療費が対象と

なっていたものが、全ての医療費が対象に

なったことにより、約２倍以上の増額という

ことになっております。

次に、３０８ページ、３０９ページでござ

います。

一番上の８款、繰入金、１項、他会計繰入

金、１目、一般会計繰入金の保険基盤安定繰

入金軽減分９,２９８万１,０００円につきま

しては、保険税の負担能力が低い低所得者に

係る保険税の軽減分、２割、５割、７割軽減

の分につきまして、一般会計に収入される道

負担金分の４分の３と町負担分４分の１を加

えて繰り入れるものでございます。

その下、保険基盤安定繰入金支援分２,１

９５万４,０００円につきましては、保険税

の軽減対象、これは、５割と７割となった一

般被保険者数に応じた平均保険税の一定割合

を、公費で一般会計に国、道から収入される

分と町負担分を繰り入れるものでございま

す。

その下、一般会計繰入金４,４７５万８,０

００円につきましては、国保事業の運営に要
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する９名分の人件費、事務費、出産育児一時

金の一部、それから、国保財政安定化支援分

の交付税措置されている分を繰り入れるもの

でございます。

その下、国民健康保険基金繰入金３億８６

７万３,０００円につきましては、保険税等

の収入不足を補塡するために繰り入れるもの

でございます。

なお、この繰り入れの結果、平成２７年度

末、基金残高は２３８万９,０００円の見込

みでございます。

国民健康保険特別会計につきましては以上

でございます。よろしくお願いいたします。

それでは、議案につきましては２９７ペー

ジでございます。

議案第３７号平成２７年度美幌町後期高齢

者医療特別会計予算について御説明をいたし

ます。

予算書の３５３ページでございます。

平成２７年度美幌町の後期高齢者医療特別

会計予算は、次に定めるところによる。

第１条、歳入歳出予算の総額は、歳入歳出

それぞれ２億９,２８１万４,０００円と定め

るものでございます。

第２項につきましては、事項別明細書で御

説明をいたします。

３７２ページ、３７３ページでございま

す。

３、歳出について御説明をいたします。

１款、総務費、１項、総務管理費、１目、

一般管理費１,３２９万２,０００円の主なも

のにつきましては、職員１名分の人件費と事

務費でございます。

その１段下の２項、徴収費３４万６,００

０円につきましては、後期高齢者医療保険料

の賦課徴収に係る経費でございます。

３７４ページを開いていただきまして、歳

出の２款の後期高齢者医療広域連合納付金２

億７,８７１万６,０００円につきましては、

保険料の減により、対前年比６９８万８,０

００円の減額となっております。

これで歳出は終わりでございます。

次に、歳入は、３６０ページ、３６１ペー

ジでございます。

歳入につきましては、後期高齢者医療費等

につきまして、患者の自己負担割合は１割を

除きまして、公費負担約５割について、国が

４、道が１、町が１の割合が後期高齢者支援

金として約４割を各保険者が負担するという

制度でございます。残り１割を保険料で賄う

というような制度となっております。

一番上の１款、後期高齢者医療保険料総額

１億９,４６９万８,０００円につきまして

は、所得の減により、前年度対比３７９万

９,０００円の減額となっております。

次に、３６４ページでございます。

一番上の３款、繰入金、１項、一般会計繰

入金、１目、事務費繰入金１,９３８万８,０

００円につきましては、広域連合への事務負

担金と町の事務費分の繰り入れでございま

す。

その下、保険基盤安定繰入金７,７７３万

８,０００円につきましては、保険料の低所

得者に対する２割、５割、７割の軽減分とし

て、一般会計で収入される４分の３の道負担

金に町の負担分４分の１を加えて一般会計か

ら繰り入れるものでございます。

保険料の軽減額の増額により、対前年比２

９１万８,０００円の減額ということになり

ます。

後期高齢者医療特別会計は、以上でござい

ます。

次に、議案は２９８ページでございます。

議案第３８号平成２７年度美幌町介護保険

特別会計予算について御説明いたします。

予算書の３８７ページをお開きいただきた

いと思います。

平成２７年度美幌町の介護保険特別会計予

算は次に定めるところによる。

第１条、歳入歳出の予算の総額は、歳入歳

出それぞれ１６億７,０８２万９,０００円と

定める。

第２項につきましては、事項別明細書で御

説明いたします。



－ 193－

４１２ページをお開きいただきたいと思い

ます。

３、歳出について御説明いたします。

１款、総務費、１項、総務管理費、１目、

一般管理費です。３,６２５万９,０００円の

主なものにつきましては、職員４名分の人件

費と事務費でございます。その下、２項、賦

課徴収費の４１万９,０００円につきまして

は、介護保険料の賦課徴収に係る経費でござ

います。

３項、介護認定審査会費１,７９６万円の

うち、次の４１４ページで２目、認定調査費

１,１７４万円につきましては、臨時職員等

の賃金等の経費を予算計上しております。

４１６ページでございます。

２款、保険給付費、１項、介護サービス等

諸費、１目、居宅介護サービス給付費８億

３,８６３万円につきましては、訪問介護、

通所介護、短期入所生活介護、認知症対応型

通所介護、特定施設入所者生活介護の利用人

数、それから、日数等の増、緑の苑の地域密

着型が、この２０床が変更されましたので、

ここの部分に持ってまいりまして、前年度よ

り７,０８６万９,０００円増額しておりま

す。

その下は、逆に減額しておりまして、その

下の２目、施設介護サービス給付費５億１,

２３０万２,０００円につきましては、この

緑の苑の地域密着型から居宅型へ変更された

ために減額されるということでございます。

前年度より６,２９７万８,０００円減額して

いるということでございます。

２項、介護予防サービス等諸費、１目、居

宅介護予防サービス給付費８,２８４万２,０

００円につきましては、ホームヘルプ、デイ

サービスの費用を計上しております。

その下、高額介護サービス等費３,１０２

万８,０００円につきましては、１割負担の

合計額が一定額を超えた場合の利用者への払

い戻しということで、実績見込みから２３１

万２,０００円を増額するものでございま

す。

４１８ページをお開きいただきたいと思い

ます。

４項、高額医療合算介護サービス等費４６

４万１,０００円につきましては、前年同額

の見込みでございます。

上から２段目、５項、特定入所者介護サー

ビス等費９,１７２万３,０００円につきまし

ては、平成１７年１０月から施設利用に係る

食費、居宅費並びに短期入所生活介護等々の

自己負担額、これが対象外になったというこ

とで自己負担になりまして、低所得者の所得

段階の１から３の利用者に対して、施設の設

定金額と所得段階ごとに設けられた負担限度

額との差額を保険給付から給付する制度とい

うことでございます。

これは、特別養護老人ホーム、介護老人保

健施設、介護療養型医療施設、短期入所生活

介護の食費、それから、居住費の件数の減に

よりまして、前年度より２２６万１,０００

円の減額の見込みというようなことでござい

ます。

それから、６項、その他諸費、審査支払手

数料１５７万３,０００円につきましては、

件数の増加を見込みまして、１０万２,００

０円増の見込みとなっております。

これは、前年２万１,７８０件に対して今

年度は２万３,２９８件というようなことで

ございます。

４２０ページ、一番上の３款、地域支援事

業、１項１目、介護予防事業費１,０７８万

５,０００円につきましては、主に介護予防

教室等に係る事務事業の協力報償ということ

でございます。

負担金７４３万１,０００円のうち、運動

指導業務負担金として７４２万１,０００円

を運動指導員の経費として６５歳以上の利用

割合で負担する増額ということでございま

す。

それから、２項、包括的支援事業費・任意

事業費、１目、包括的支援事業費２,５８７

万８,０００円につきましては、主に地域包

括支援センターの運営委託料でございます。
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任意事業費１,６５７万１,０００円につき

ましては、認知症の高齢者見守り事業、非課

税世帯への紙おむつの支給事業、成年後見制

度支援事業、高齢者配食事業、それから、シ

ルバーハウジングに係る費用ということでご

ざいます。

歳出については以上でございます。

歳入につきましては、３９４ページをお開

きいただきたいと思います。

１款、保険料、１項１目、第１号被保険者

介護保険料２億９,３２７万９,０００円につ

きましては、平成２７年度から平成２９年度

までの美幌町高齢者保健福祉計画第６期介護

保険事業計画に基づきまして、この３年間の

介護保険事業量を見込みまして、そして、そ

れに伴う１号保険者の保険料、これは前年ま

では２１％でございましたが、新年度は改正

されまして２２％となります。

その分の普通徴収分、特別徴収分として計

上しております。

これは、人口割合が変わったということ

で、パーセンテージが変わっております。

３９６ページでございます。

２款、分担金及び負担金、１項、負担金、

１目、認定審査会負担金３２０万７,０００

円は、審査会の経費負担でございます。この

経費負担につきましては、津別町は２５.９

５％、大空町は２６.１２％、美幌町は４７.

９３％で案分して負担するというような形に

なっております。

３９８ページをお開きいただきたいと思い

ます。

一番上の３款、国庫支出金、１項、国庫負

担金、１目、介護給付費負担金２億８,６９

３万３,０００円につきましては、各種介護

サービス費に対する介護給付費で、介護給付

費については２０％、施設については１５

％、国庫負担分でございます。

その下、２項、国庫補助金、１目、調整交

付金１億２,７５１万９,０００円につきまし

ては、総額に対しまして基本給付率は７％の

交付でございます。

３項、地域支援事業交付金、１目、介護予

防事業交付金２６４万２,０００円につきま

しては、事業費総額の２５％が交付されると

いうものでございます。

それから、２項、包括的支援事業・任意事

業交付金１,２１７万７,０００円につきまし

ては、包括的支援事業の３９％が交付される

ものでございます。

４００ページでございます。

一番上、４款１項、支払基金交付金、１

目、介護給付費交付金４億３,７５６万７,０

００円につきましては、各種介護サービス費

に対する２８％の支払い基金負担分でござい

ます。その下、２項１目、地域支援事業交付

金２９５万９,０００円につきましても、２

８％の交付金でございます。

４０２ページでございます。

５款、道支出金、１項、道負担金、１目、

介護給付費負担金２億２,０９５万８,０００

円につきましては、各種介護サービス費に対

する介護給付費、これは１２.５％が居宅、

それから、施設は１７.５％という道負担金

でございます。

それから、２項、地域支援事業交付金、１

目、介護予防事業交付金１３２万１,０００

円につきましては、１２.５％が道負担金で

ございます。

２目、包括的支援事業・任意事業交付金に

つきましては、１９.５％の道負担金でござ

います。

４０６ページをお開きいただきたいと思い

ます。

一番上の７款、繰入金、１項、一般会計繰

入金、１目、介護給付費繰入金、１億９,５

３４万２,０００円につきましては、各種介

護サービス費に対する１２.５％の一般会計

繰入金でございます。

２目、地域支援事業繰入金は、１２.５％

の一般会計繰入金でございます。

３目、低所得者保険料軽減繰入金、これは

第１号被保険者の第１段階の軽減分、これが

３６６万円の繰り入れということでございま
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す。

４目、その他一般会計繰入金５,０７２万

円につきましては、職員給与４名分、その他

事務費の繰入金でございます。

２項、基金繰入金、１目、介護保険基金繰

入金６７８万円につきましては、歳出の不足

分を基金から繰り入れるというものでござい

ます。

なお、この繰り入れによりまして、平成２

７年度末の基金残高につきましては、４,７

７７万６,０００円の見込みでございます。

介護保険特別会計の主な予算は以上でござ

います。よろしくお願いいたします。

○議長（古舘繁夫君） 建設水道部長。

○建設水道部長（矢萩 浩君） 議案の２９

９ページ、議案第３９号でございます。

予算書は４３９ページをお開き願います。

議案第３９号平成２７年度美幌町公共下水

道特別会計予算について御説明申し上げま

す。

平成２７年度美幌町の公共下水道特別会計

の予算は、次に定めるところによる。

歳入歳出予算。第１条、歳入歳出予算の総

額は、歳入歳出それぞれ１１億１,９６９万

円と定める。

第２項につきましては、事項別明細書で御

説明申し上げます。

地方債。第２条、地方自治法第２３０条第

１項の規定により、起こすことができる地方

債につきましては、「第２表 地方債」で御

説明申し上げます。

一時借入金。第３条、地方自治法第２３５

条の３第２項の規定による一時借入金の借入

れの最高額は６億円と定める。

次に、４４２ページをお開き願います。

「第２表 地方債」であります。

起債の目的でありますが、初めに、公共下

水道事業、限度額が９,７７０万円でありま

す。この内訳でありますが、終末処理場水処

理設備機械・電気設備更新工事監理委託料、

事業費５８７万円のうち起債額２９０万円

分、終末処理場非常用発電設備更新実施設計

委託料、事業費５４９万円のうち起債額２７

０万円分、公共汚水桝設置工事１０カ所、事

業費起債額３００万円の全額であります。

終末処理場水処理設備機械・電気設備更新

工事事業費１億９,８００万円のうち、起債

額８,９１０万円で、充当率は公共下水道事

業債１００％であります。

その下、下水道資本費平準化債、限度額が

７,９２０万円であります。資本費平準化債

は、施設整備に投資しました起債の償還を耐

用年数に沿って平準化し、単年度の負担軽減

を図る目的で借り入れするものであります。

その下、公共下水道事業特別措置分、限度

額が３,４６０万円であります。

合計で２億１,１５０万円であります。

なお、起債の方法、利率、償還方法等は記

載のとおりであります。

次に、歳出から御説明申し上げますので、

４６０ページ、４６１ページをお開き願いま

す。

歳出であります。

１款１項１目、公共下水道事務の中、一般

職給１,４６５万１,０００円から職員共済費

４８５万４,０００円まででありますが、職

員４名分の人件費であります。

その下、業務等委託料の中、使用料収納事

務委託料２,２５６万２,０００円であります

が、下水道使用料の賦課徴収業務を水道事業

会計に委託しておりますので、全体調定件数

に対する下水道調定件数の割合４８.４２％

分を委託料として水道事業に支払うものであ

ります。

その下、負担金の中、上から６行目、水道

事業会計負担金３６３万４,０００円であり

ますが、下水道排水設備の業務を水道事業会

計に委託しており、その負担として担当者の

人件費の２５％と管路管理システムの保守点

検委託料等を水道事業会計に支払うものであ

ります。

公課費１,９５１万２,０００円であります

が、下水道使用料等の借受消費税と工事請負

費等の仮払消費税の清算行為により納付すべ
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き消費税であります。

次に、２目１、終末処理場維持管理事業の

中、燃料費１,０６２万５,０００円でありま

すが、処理場の施設を加温するために使用す

るＡ重油の燃料費であります。

その下、光熱水費３,６２６万７,０００円

でありますが、処理場と５カ所のマンホール

ポンプ場で使用します動力の電気料と処理場

の水道使用料であります。

その下、修繕料１,８５１万２,０００円で

ありますが、供用開始から３４年が経過して

いることから、処理場に係る機器類の修繕と

管理車及び運搬車の車検整備に係る整備費用

であります。

次の４６２ページ、４６３ページでありま

す。

上から１行目、処理場維持管理業務委託料

１億３,４７８万円でありますが、１８名分

の人件費を含む終末処理場の維持管理業務委

託料であります。

その１行あいた下、機械器具２４５万１,

０００円は、平成１０年度購入の電気マッフ

ル炉１基５１万円の更新、平成１３年度購入

の簡易水質測定機１台７９万５,０００円の

更新、緊急排水エンジンポンプ２台１１４万

６,０００円の新規購入であります。

その下、２、公共下水道管渠維持管理事業

の中、修繕料１,０００万１,０００円であり

ますが、昨年度と比較して約５００万円の増

となっております。例年計上しておりますマ

ンホール・舗装・雨水桝修繕、管渠閉塞に加

えまして、近年多発しております汚水桝やマ

ンホールによるつまずきや車両破損事故を踏

まえまして、公共雨水桝、マンホール切り下

げの修繕を８８カ所で実施するための修繕料

であります。

二つ下、管渠清掃委託料５１５万２,００

０円でありますが、東１条、２条、３条、４

条、南１丁目から４丁目までの汚水管、延長

１万１,２０１メートルの管渠点検及び清掃

であります。

次に、３目１、公共下水道建設事業の業務

等委託料であります。長寿命化計画策定業務

委託料８６４万円は、管路基礎調査を行うも

ので、下水道事業計画変更業務委託料５２８

万円は、汚水量原単位の見通し、管渠流量計

算、処理場容量計算を行うもので、美幌川第

２排水区排水施設調査業務委託料２１０万円

は、日の出地区冠水対策の一環として調査を

行うものであります。

実施設計等委託料の終末処理場非常用発電

設備更新実施設計委託料５４９万円は、下水

道長寿命化計画により、終末処理場の水処理

設備、自家発電設備更新のための実施設計を

行うものであります。

その下、工事請負費、公共汚水桝設置工事

３００万円でありますが、公共汚水桝１０カ

所分の設置工事費であります。

終末処理場水処理施設機械・電気設備更新

工事１億９,８００万円でありますが、処理

場水処理施設機械の反応タンク設備、最終沈

殿池設備、電気設備の水処理設備の更新工事

であります。

この内容につきましては、後ほど予算工事

関係参考資料で御説明申し上げます。

次のページ、４６４、４６５ページは公債

費、４６６、４６７ページは予備費でありま

す。

次に、歳入について御説明申し上げますの

で、４４６、４４７ページをお開き願いま

す。

歳入であります。１款１項１目、下水道受

益者負担金等４８万８,０００円であります

が、継続５件分と新規１件分の６件分であり

ます。その下、２目、一般会計負担金２,３

０９万４,０００円でありますが、し尿処理

を下水処理場で行っておりますので、処理経

費の６％の負担を求めるものであります。

その下、３目、個別排水処理特別会計負担

金１４９万５,０００円でありますが、個別

排水処理会計の事務の一部を下水道事業で

行っており、人件費の一部、４０％相当分の

負担を求めるものであります。

次のページ、４４８、４４９ページであり
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ます。

下水道使用料３億５,８５４万８,０００円

でありますが、現年度の調定額３億５,９４

０万４,０００円に対し、収納率を平成２６

年見込みで９９.２％で計上しております。

過年度分につきましては、２５％でありま

す。

次のページ、４５０、４５１ページであり

ます。

公共下水道事業費補助金１億２,１５４万

円でありますが、この内訳でありますが、終

末処理場非常用発電設備更新実施設計委託料

５４９万円の２分の１、終末処理場水処理施

設機械・電気設備更新工事監理委託料５８７

万円の２分の１、長寿命化計画策定業務委託

料８６４万円の２分の１、終末処理場水処理

施設機械・電気設備更新工事１億９,８００

万円の１０分の５.５、下水道事業計画変更

業務委託料５２８万円の２分の１でありま

す。

次のページ、４５２、４５３ページであり

ます。

一般会計繰入金４億２３２万５,０００円

でありますが、下水道事業の財源不足等を一

般会計からの繰り入れで補うものでありま

す。

次のページ、繰越金、次の諸収入を飛ばし

まして、４５８ページ、４５９ページの７、

町債につきましては、先ほど、「第２表 地

方債」で御説明させていただきましたので、

省略させていただきます。

続きまして、予算工事関係参考資料につい

て御説明いたします。

別とじとなっております図面等の参考資料

をお開き願います。

３ページ、Ａ３判の資料でございます。

公共下水道建設事業でございます。

下水道の整備から４０年が経過し、施設の

老朽化に伴うふぐあいに対応するため、下水

道長寿命化計画を策定して、平成２６年度か

ら平成２９年度までの４年間をかけて、処理

場の機械・電気設備の更新工事を行うもので

あります。

終末処理場一般平面図の下側で黒枠斜線で

表示しております箇所が平成２７年度の施工

箇所であります。

処理場水処理施設機械の反応タンク設備、

最終沈殿池設備、電気設備の水処理設備の更

新工事を行うもので、特定財源といたしまし

て、国庫支出金、補助率５５％、残りに対し

ては町債が１００％充当されます。

以上、御説明させていただきました。どう

ぞよろしくお願いいたします。

続きまして、議案の３００ページ、議案第

４０号、予算書では４７７ページでありま

す。

議案第４０号平成２７年度美幌町個別排水

処理特別会計予算について御説明申し上げま

す。

平成２７年度美幌町の個別排水処理特別会

計の予算は、次に定めるところによる。

歳入歳出予算。第１条、歳入歳出予算の総

額は、歳入歳出それぞれ９,０７５万４,００

０円と定める。

第２項につきましては、事項別明細書で御

説明申し上げます。

地方債。第２条、地方自治法第２３０条第

１項の規定により起こすことができる地方債

につきましては、「第２表 地方債」で御説

明申し上げます。

一時借入金。第３条、地方自治法第２３５

条の３第２項の規定による一時借入金の借入

れの最高額は１,０００万円と定める。

次に、４８０ページをお開き願います。

「第２表 地方債」であります。

起債の目的でありますが、個別排水処理施

設整備事業、限度額が３,０５０万円であり

ます。今年度は１０個を予定しておりまし

て、下水道債につきましては充当率が１００

％、辺地債につきましては個数で４個、過疎

債については６個を予定しておりまして、起

債充当率はそれぞれ７０％の２分の１であり

ます。

次に、歳出から御説明申し上げますので、
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４９６ページ、４９７ページをお開き願いま

す。

歳出１款１項１目、個別排水処理事務の

中、手数料７万４,０００円でありますが、

使用料等の口座振替手数料であります。２７

８戸分の口座振替手数料と平成２７年度設置

予定の１０戸分の６カ月分であります。

その下、負担金の中、公共下水道特別会計

負担金１４９万５,０００円でありますが、

担当職員１名分の人件費の４０％を公共下水

道特別会計に支払うものであります。

次に、２目１、個別排水処理施設維持管理

事業の中、修繕料５１８万９,０００円であ

りますが、浄化槽の上ぶたの交換及びろ材入

れかえやブロワーポンプ等の修繕による費用

であります。

その下、手数料３９８万円でありますが、

汚泥処理手数料と浄化槽法による水質検査手

数料でして、平成２５年度開始以前の２６８

戸分と平成２６年度開始分の１０戸分の手数

料であります。

その下、施設維持管理等委託料の中、施設

保守点検委託料７４７万９,０００円であり

ますが、浄化槽法によります４カ月ごとに行

う保守点検委託料と今年度設置分の軽微な保

守点検委託料であります。

その下、清掃業務委託料１,０２０万１,０

００円でありますが、保守点検時に汚泥の堆

積量にあわせて確認し、必要に応じて浄化槽

内の汚泥を汲み取り、槽内を洗浄するもので

あります。

３目１、個別排水処理施設建設事業の中、

工事請負費、個別浄化槽設置工事３,３０７

万円でありますが、今年度設置しております

５人槽が２戸、７人槽が６戸、１０人槽が２

戸の計１０戸分の工事費であります。

次のページ、４９８、４９９ページであり

ます。こちらは公債費であります。

続いて、５００ページ、５０１ページは予

備費であります。

次に、歳入について御説明申し上げますの

で、４８４ページ、４８５ページをお開き願

います。

歳入、１款１目、個別排水処理施設受益者

分担金１７１万８,０００円でありますが、

今年度予定しております５人槽２戸、７人槽

６戸、１０人槽２戸の１０戸分の受益者分担

金であります。

次の４８６、４８７ページであります。

２款１項１目、個別排水処理施設使用料

１,９４５万２,０００円でありますが、平成

２６年度までに設置した２７８戸分と平成２

７年度予定の１０戸分であります。

その下、検査手数料１万円でありますが、

今年度予定しております１０戸分の検査手数

料であります。

次のページ、４８８、４８９ページであり

ます。

一般会計繰入金３,８１０万１,０００円で

ありますが、個別排水処理会計の財源不足を

一般会計で補っているものであります。

次のページの繰越金、次の諸収入を飛びま

して、４９４ページ、４９５ページでありま

す。

６款、町債につきましては、「第２表 地

方債」で御説明申し上げましたので、省略さ

せていただきます。

以上、よろしくお願いいたします。

続いて、議案の３０１ページ、議案第４１

号、予算書では５０７ページであります。

議案第４１号平成２７年度美幌町水道事業

会計予算について御説明申し上げます。

総則第１条、平成２７年度美幌町水道事業

会計の予算は、次に定めるところによる。

業務の予定量。第２条、業務の予定量は、

次のとおりとする。

１、給水戸数は８,８４１戸でありまし

て、平成２６年度当初より３４戸増の計上で

あります。

２、年間総給水量は１９４万４,０００立

方メートルでありまして、平成２６年度当初

より６万７,０００立方メートル減の計上で

あります。

３、１日平均給水量は５,３２６立方メー
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トルでありまして、これも平成２６年度当初

より１８３立方メートル減の計上でありま

す。

４、主要な建設事業につきましては、資本

的収入及び支出で御説明申し上げます。

給水戸数、総給水量及び１日平均給水量に

おいて、昨年より増ないし減となっておりま

すのは、平成２６年度の実績を見込んでおり

ます。

収益的収入及び支出、第３条と、次のペー

ジ、５０８ページ、資本的収入及び支出、第

４条につきましては、予算実施計画書及び説

明書で御説明申し上げます。

債務負担行為。第５条、管路管理システム

借上料、限度額が７７０万２,０００円であ

ります。管路管理システムを更新するもので

あります。

次の５０９ページ、企業債、第６条、起債

の目的でありますが、初めに、水道管路整備

事業、限度額が８,３７０万円であります。

対象工事は、配水管布設がえ工事５路線、配

水管布設がえ補償工事１路線の計６路線であ

ります。なお、充当率は企業債１００％であ

ります。

また、配水管補修工事１路線で配水管の残

存価格分として補償費５００万円が収入とし

て見込まれることから、それを差し引いた額

を計上しております。

二つ目に、水道施設整備事業、限度額が

２,４９０万円であります。桜沢加圧ポンプ

場加圧施設設備工事、日並浄水場中央監視装

置更新工事、日並浄水場ほか計装設備整備工

事であります。

三つ目に、量水器収納筺設置事業、限度額

８,４００万円であります。

平成２４年度から１４年間の計画で伸縮式

の量水器収納筺に交換整備するもので、平成

２７年度は９８５個分を計上しております。

なお、起債の方法、利率、償還方法につき

ましては記載のとおりであります。

一時借入金、第７条、一時借入金の限度額

は、１億円と定める。

議会の議決を経なければ流用することので

きない経費、第８条、たな卸資産購入限度

額、第９条につきましては、記載のとおりで

あります。

次のページ、５１０ページ、５１１ページ

であります。

予算実施計画書及び説明書の収益的収入及

び支出の収入であります。

１款１項１目、給水収益４億２,２５３万

４,０００円でありますが、平成２６年度の

実績を踏まえた減額を見込んでおります。

その下、４目、その他営業収益、３節雑収

益の中、下水道使用料賦課徴収受託料２,２

５６万２,０００円でありますが、こちら

は、下水道使用料の賦課徴収業務を水道事業

会計で受けているものであります。

２項、営業外収益の２節、長期前受金戻入

６,１１３万２,０００円であります。公営企

業会計制度見直しにより、みなし償却廃止に

伴う固定資産の取得、改良に伴い交付された

補助金等を収益化した額を計上しておりま

す。

次のページ、５１２ページ、５１３ページ

は廃目、さらに、その次のページ、５１４

ページ、５１５ページであります。

収益的収入及び支出の支出であります。

１款１項１目、原水及び浄水費につきまし

ては、浄水場に係る経費を計上しており、平

成２７年度は、前年度から実施しております

浄水場運転管理等業務委託が２年目を迎えて

安定していること等を踏まえまして、前年度

までこの科目で計上しておりました職員１名

分の人件費を減額しております。

次のページ、５１６、５１７ページであり

ます。

２目、配水及び給水費につきましては、職

員２名の人件費を含む予算を計上しておりま

す。このページの中ほど、１５節、委託料の

一番下、検定期間満了分量水器取替委託料４

８６万９,０００円でありますが、計量法に

より交換するものであります。

次のページ、５１８、５１９ページであり
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ます。

３目、業務費であります。営業担当職員４

名分と臨時職員１名分の人件費、さらには、

個人委託している検針委託の経費でありま

す。

委託料の４行目、検針業務委託料でありま

すが、これまで給水区域を３地区に分けて

行っていました検針業務について、さらなる

効率化を図るため、４地区に再編したこと、

さらには、労務単価の増に伴います委託料の

増であります。

次に、下の段、４目、総係費であります

が、建設水道部長の３カ月分と水道主幹の人

件費を含む予算であります。

次のページ、５２０ページ、５２１ページ

であります。

上から２行目の委託料、水道施設耐震診断

調査委託料３,５５０万円は、取水施設、浄

水施設、配水池、加圧ポンプ場の耐震診断調

査で、耐震化計画の策定を行うとともに、施

設更新計画や長期計画の基礎資料とするもの

であります。

次のページ、５２２、５２３ページであり

ます。

雑費として、過年度還付金で２０万円、予

備費として５万円を計上しております。

次のページ、５２４ページ、５２５ページ

であります。

資本的収入及び支出の収入であります。

１款１項１目、企業債１億９,２６０万円

でありますが、第６条のところで御説明申し

上げましたので、省略させていただきます。

その下、２項１目、簡易水道等施設整備事

業実施区域水道施設分担金、豊幌地区の給水

を受けようとするもの１件当たり２００万円

の１件分の分担金であります。

その下、３項１目、水道管路整備工事負担

金でありますが、道道の道路工事に伴います

配水管布設替工事の補償費であります。

次のページ、５２６、５２７ページであり

ます。

資本的収入及び支出の支出であります。

１款１項１目、浄水配水設備費であります

が、施設担当職員１名分の人件費を含んでお

ります。

このページの中ほどにあります２３節工事

請負費につきましては、後ほど、予算工事関

係参考資料で御説明いたします。

水道施設整備事業２,４９０万円でありま

すが、１点目は、桜沢加圧ポンプ場加圧施設

設備工事として、平成２年度整備の加圧ポン

プ場の更新であり、工事費は１,１３０万円

であります。

２点目は、日並浄水場中央監視装置更新工

事であり、平成１９年度整備の更新であり、

工事費は９４０万円であります。

３点目は、日並浄水場ほか計装設備整備工

事であり、平成７年度、１０年度整備の投入

式水位計３台の更新を行うもので、工事費は

４２０万円であり、いずれも特定財源として

企業債の充当が１００％あります。

その下、簡易水道等施設整備事業は、豊幌

地区の分担金１戸分の予算設定であります。

その下、３目、資産購入費４節のリース資

産８７８万６,０００円は、債務負担行為分

であります。

続きまして、予算工事関係参考資料につい

て御説明申し上げます。

別とじとなっております図面等の参考資料

をお開き願いたいと思います。

４ページの水道管路整備事業であります。

水道管路の老朽化が原因になる水道漏水に

対して、計画的に布設替を実施するととも

に、道路事業等に関連した補償工事により、

水道管網を整備し、安定的な給水を図るもの

であります。

地図番号１、図面中ほど、仲町２丁目、町

道第１１３号道路改良舗装時とあわせた配水

管布設替工事であります。昭和５５年度布設

塩ビ管をダクタイル鋳鉄管管径１００ミリ、

延長２１９メートルとする布設替工事を予定

しております。

次に、その右側、地図番号２、三橋町１丁

目、町道第３２７号道路の昭和４４年布設塩
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ビ管の老朽管布設替工事であります。ダクタ

イル鋳鉄管管径７５ミリ、延長１９５メート

ルとする布設替工事を予定しております。

次に、その下、地図番号３、同じく三橋町

１丁目、町道第３０７号道路の昭和４４年布

設塩ビ管の老朽管布設替工事であります。ポ

リエチレン管管径５０ミリ、延長２１０メー

トルとする布設替工事であります。

次に、図面右上部、地図番号④報徳町道５

６１号道路、１５０号道路の昭和４１年布設

塩ビ管の老朽管布設替工事であります。ポリ

エチレン管管径７５ミリ、延長１,０７０

メートルとする布設替工事であります。

次に、その上、地図番号５、同じく報徳町

道第１９号道路、５６２号道路の昭和４１年

布設塩ビ管の老朽管布設替工事であります。

ポリエチレン管の管径７５ミリの延長６３０

メートルを、管径３０ミリから５０ミリ、６

４０メートルとする布設替工事を行います。

次に、図面左下、地図番号６の美禽道道１

２２号、北見端野美幌線の道道改良舗装工事

関連の配水管敷設替補償工事であります。平

成２年度布設塩ビ管をダクタイル鋳鉄管管径

１５０ミリ、延長３０６メートルとする布設

替工事を予定しております。

以上、御説明させていただきましたので、

よろしくお願いいたします。

─────────────────────

◎延会の議決

○議長（古舘繁夫君） お諮りします。

本日の会議は、これで延会したいと思いま

すが、これに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（古舘繁夫君） 異議なしと認めま

す。

したがって、本日はこれで延会することに

決定しました。

─────────────────────

◎延会宣告

○議長（古舘繁夫君） 本日は、これで延会

します。

御苦労さまでした。

午後 ３時５７分 延会
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